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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

種類 発行数（株） 内容

普通株式 260,000（注）２．
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における

標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

　（注）１．平成27年６月５日開催の取締役会決議によっております。

２．発行数については、平成27年６月19日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。

３．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

４．上記とは別に、平成27年６月５日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株

式63,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．第三者割当増資とシンジケート

カバー取引について」をご参照下さい。

 

２【募集の方法】

　平成27年６月30日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４　株式の引受

け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第１　募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当

該引受価額と異なる価額（発行価格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は平成27年６月19日

開催予定の取締役会において決定される会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価

額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人

に対して引受手数料を支払いません。

　なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第

233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条

件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決

定する価格で行います。

区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

入札方式のうち入札による募集 － － －

入札方式のうち入札によらない募集 － － －

ブックビルディング方式 260,000 459,680,000 248,768,000

計（総発行株式） 260,000 459,680,000 248,768,000

　（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており

ます。

３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。

４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成27年６月５日開催の取締役会決議に基づき、

平成27年６月30日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出され

る資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額で

あります。

５．有価証券届出書提出時における想定発行価格（2,080円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額

（見込額）は540,800,000円となります。

６．本募集並びに「第２　売出要項　１　売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２　売出しの条

件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状

況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２　売出要項　３　売出株式（オーバーア

ロットメントによる売出し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参

照下さい。

７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出

しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３【募集の条件】

（１）【入札方式】

①【入札による募集】

　該当事項はありません。

 

②【入札によらない募集】

　該当事項はありません。

 

（２）【ブックビルディング方式】

発行価格
（円）

引受価額
（円）

払込金額
（円）

資本組入
額（円）

申込株数
単位
（株）

申込期間
申込証拠
金（円）

払込期日

未定

(注)１．

未定

(注)１．

未定

(注)２．

未定

(注)３．
100

自　平成27年７月２日(木)

至　平成27年７月７日(火)

未定

(注)４．
平成27年７月９日(木)

　（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

発行価格は、平成27年６月19日に仮条件を決定し、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リス

ク等を総合的に勘案した上で、平成27年６月30日に引受価額と同時に決定する予定であります。

仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力

が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。

需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機

関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

２．払込金額は、会社法上の払込金額であり、平成27年６月19日開催予定の取締役会において決定される予定で

あります。また、「２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び平成27年

６月30日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人

の手取金となります。

３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、平成27年６月５日開催の取締役会におい

て、増加する資本金の額は、平成27年６月30日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第

14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額か

ら増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。

４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込

期日に新株式払込金に振替充当いたします。

５．株式受渡期日は、平成27年７月10日（金）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本

募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規

程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集

に係る株券は、発行されません。

６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．申込みに先立ち、平成27年６月23日から平成27年６月29日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と

して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。

販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性

の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従

い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム

ページにおける表示等をご確認下さい。

８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。

 

①【申込取扱場所】

　後記「４　株式の引受け」欄記載の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国各支店及び

営業所で申込みの取扱いをいたします。
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②【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　日本橋支店 東京都中央区日本橋本石町一丁目３番２号

　（注）　上記の払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。

 

 

 

４【株式の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所
引受株式数
（株）

引受けの条件

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号

未定

１．買取引受けによります。

２．引受人は新株式払込金とし

て、平成27年７月９日まで

に払込取扱場所へ引受価額

と同額を払込むことといた

します。

３．引受手数料は支払われませ

ん。ただし、発行価格と引

受価額との差額の総額は引

受人の手取金となります。

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号

三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号

東海東京証券株式会社 名古屋市中村区名駅四丁目７番１号

計 － 260,000 －

　（注）１．平成27年６月19日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。

２．上記引受人と発行価格決定日（平成27年６月30日）に元引受契約を締結する予定であります。

３．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取

引業者に販売を委託する方針であります。
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５【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

497,536,000 15,000,000 482,536,000

　（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額

の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格（2,080円）を基礎として算出した見込額であ

ります。

２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。

３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

 

（２）【手取金の使途】

　上記の手取概算額482,536千円については、「１　新規発行株式」の（注）４．に記載の第三者割当増資の

手取概算額上限120,556千円と合わせた、手取概算額上限603,092千円について、その全額をアウトソーシング

事業に係る人材募集のための採用広告費（各種宣伝広告媒体への求人情報掲載等の費用等）として、平成28年

６月期に155,000千円を、平成29年６月期に224,000千円を、平成30年６月期に残額の224,092千円を充当する

予定であります。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

　当社グループでは、国内景気の回復基調を受け、特に製造業を中心に人手不足が顕著になりつつある中、主

力事業であるアウトソーシング事業を拡大していくためには、顧客企業内の製造工程等において、製造請負

（*1）・製造派遣（*2）に従事する社員の確保が必要であり、新卒採用及び中途採用のどちらも対象として、

積極的に募集活動を展開して人材確保を行うことが当社グループの業績拡大につながるものと考えておりま

す。

 

*1　製造請負

請負会社（当社）が、発注者（メーカー）からの注文を受けて製造や加工等を行い、納品（納入）等を

行った成果に対して報酬が支払われる契約を指しております。

*2　製造派遣

派遣会社（当社）と雇用関係にある労働者を、役務を受ける会社（発注者：メーカー）に派遣して役務

を提供するサービスを指しております。
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第２【売出要項】

１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】

　平成27年６月30日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２　売出しの条件

（引受人の買取引受による売出し）　(2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２　売出

要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価

格、発行価格と同一の価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株

式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は

引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類 売出数（株）
売出価額の総額

（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
又は名称

－
入札方式のうち入札

による売出し
－ － －

－
入札方式のうち入札

によらない売出し
－ － －

普通株式
ブックビルディング

方式
160,000 332,800,000

静岡県裾野市

平山　善一　　　　　　　　　100,000株

兵庫県芦屋市岩園町15番24号

ハクトコーポレーション株式会社

　　　　　　　　　　　　　　 60,000株

 

計(総売出株式) － 160,000 332,800,000 －

　（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま

す。

２．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし

ます。

３．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（2,080円）で算出した見込額でありま

す。

４．売出数等については今後変更される可能性があります。

５．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同

一であります。

６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに

よる売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３　売出株式（オーバーアロットメントによる

売出し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。

７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ

いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】

（１）【入札方式】

①【入札による売出し】

　該当事項はありません。

 

②【入札によらない売出し】

　該当事項はありません。

 

（２）【ブックビルディング方式】

売出価格
（円）

引受価額
（円）

申込期間
申込株数
単位
（株）

申込証拠
金（円）

申込受付場所
引受人の住所及び氏名又は
名称

元引受契
約の内容

未定

(注)１．

(注)２．

未定

(注)２．

自　平成27年

７月２日(木)

至　平成27年

７月７日(火)

100
未定

(注)２．

引受人及びその

委託販売先金融

商品取引業者の

本店並びに全国

各支店及び営業

所

東京都千代田区大手町一丁

目５番１号

みずほ証券株式会社

未定

(注)３．

　（注）１．売出価格の決定方法は、「第１　募集要項　３　募集の条件　(2）ブックビルディング方式」の（注）１．

と同様であります。

２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただし、

申込証拠金には、利息をつけません。

引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一となります。

３．引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出

価格決定日（平成27年６月30日）に決定する予定であります。

なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額

は引受人の手取金となります。

４．上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。

５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機

構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を

行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。

６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．上記引受人の販売方針は、「第１　募集要項　３　募集の条件　(2）ブックビルディング方式」の（注）

７．に記載した販売方針と同様であります。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

種類 売出数（株）
売出価額の総額

（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
又は名称

－
入札方式のうち入札

による売出し
－ － －

－
入札方式のうち入札

によらない売出し
－ － －

普通株式
ブックビルディング

方式
63,000 131,040,000

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

みずほ証券株式会社　　　　　　63,000株

計(総売出株式) － 63,000 131,040,000 －

　（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状

況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出

しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり

ます。

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成27年６月５日開催の取締役会において、み

ずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式63,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、

みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を

上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．第三者割当増資とシンジケート

カバー取引について」をご参照下さい。

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま

す。

４．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止

いたします。

５．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（2,080円）で算出した見込額でありま

す。

６．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同

一であります。
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４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

（１）【入札方式】

①【入札による売出し】

　該当事項はありません。

 

②【入札によらない売出し】

　該当事項はありません。

 

（２）【ブックビルディング方式】

売出価格
（円）

申込期間
申込株数単位

（株）
申込証拠金
（円）

申込受付場所
引受人の住所及び
氏名又は名称

元引受契約の内容

未定

(注)１．

自　平成27年

７月２日(木)

至　平成27年

７月７日(火)

100
未定

(注)１．

みずほ証券株

式会社及びそ

の委託販売先

金融商品取引

業者の本店並

びに全国各支

店及び営業所

－ －

　（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ

れぞれ同一とし、売出価格決定日に決定する予定であります。ただし、申込証拠金には、利息をつけませ

ん。

２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定で

あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」

に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、オーバーア

ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。

３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

４．みずほ証券株式会社の販売方針は、「第２　売出要項　２　売出しの条件（引受人の買取引受による売出

し）　(2）ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

１．東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）への上場について

　当社は、「第１　募集要項」における新規発行株式及び「第２　売出要項」における売出株式を含む当社普通株式

について、みずほ証券株式会社を主幹事会社として、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）への上場を予定

しております。

 

２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

　オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため

に、主幹事会社が当社株主である平山善一（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連し

て、当社は、平成27年６月５日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式63,000株の第三者

割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上

の募集事項については、以下のとおりであります。

(1) 募集株式の数 当社普通株式　63,000株

(2) 募集株式の払込金額 未定　（注）１.

(3)
増加する資本金及び資本準備金

に関する事項

増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づ

き算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満

の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資

本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす

る。　（注）２.

(4) 払込期日 平成27年８月10日（月）

　（注）１．募集株式の払込金額（会社法上の払込金額）は、平成27年６月19日開催予定の取締役会において決定される

予定の「第１　募集要項」における新規発行株式の払込金額（会社法上の払込金額）と同一とする予定であ

ります。

２．割当価格は、平成27年６月30日に決定される予定の「第１　募集要項」における新規発行株式の引受価額と

同一とする予定であります。

　また、主幹事会社は、平成27年７月10日から平成27年８月５日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的と

して、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ

バー取引を行う場合があります。

　主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式については、貸株人から借入れている株式の返還

に充当し、当該株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資におけ

る発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発

行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内にお

いても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシン

ジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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３．ロックアップについて

　本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である平山善一及び売出人であるハク

トコーポレーション株式会社並びに当社株主である株式会社スリーアローズ及び平山惠一は、主幹事会社に対し、元

引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成27年10月７日までの期間（以下「ロックアッ

プ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受

による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第

１　募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社

を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）等は行わない旨合意しております。

　また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の

発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された

有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロット

メントによる売出しに関連し、平成27年６月５日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする

第三者割当増資等を除く。）等を行わない旨合意しております。

　なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を

一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

　上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募

集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第

四部　株式公開情報　第２　第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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第３【その他の記載事項】
　新株式発行並びに株式売出届出目論見書に記載しようとする事項

 

(1）表紙に当社の社章 を記載いたします。

 

(2）表紙の次に「１　事業の概況」～「３　業績等の推移」をカラー印刷したものを記載いたします。
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第二部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第47期 第48期

決算年月 平成25年６月 平成26年６月

売上高 （千円） 7,421,209 8,250,526

経常利益 （千円） 314,539 325,816

当期純利益 （千円） 153,987 182,358

包括利益 （千円） 156,555 184,228

純資産額 （千円） 1,126,928 1,283,776

総資産額 （千円） 3,166,002 4,039,034

１株当たり純資産額 （円） 822.48 937.62

１株当たり当期純利益金額 （円） 110.56 133.87

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額
（円） － －

自己資本比率 （％） 35.4 31.6

自己資本利益率 （％） 14.5 15.2

株価収益率 （倍） － －

営業活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） 328,445 258,683

投資活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） △228,910 61,308

財務活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） 41,662 487,203

現金及び現金同等物の期末残

高
（千円） 1,295,185 2,102,380

従業員数
（人）

729 877

（外、平均臨時雇用者数） (1,214) (1,361)

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．当社は第47期より連結財務諸表を作成しております。

３．株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であるため、期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。

５．第47期及び第48期の連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責

任監査法人トーマツの監査を受けております。

６．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む。）であり、臨時雇用者数（限定正社員、契約社員を含む。）は、年間の平均人員数を（　）内

に外数で記載しております。

７．平成27年２月13日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行っておりますが、第47期の期首に当該株式

分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算定しております。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期

決算年月 平成22年６月 平成23年６月 平成24年６月 平成25年６月 平成26年６月

売上高 （千円） 5,377,962 5,523,403 5,787,730 6,530,812 7,374,116

経常利益 （千円） 169,355 240,759 96,439 306,780 318,373

当期純利益 （千円） 52,066 65,979 27,252 150,477 178,601

資本金 （千円） 99,800 99,800 100,000 100,000 100,000

発行済株式総数 （株） 7,076 7,076 7,076 7,076 7,076

純資産額 （千円） 915,436 973,677 970,361 1,082,530 1,235,621

総資産額 （千円） 2,083,898 2,419,825 2,483,057 2,920,668 3,784,808

１株当たり純資産額 （円） 128,446.87 136,677.74 136,209.04 789.89 902.27

１株当たり配当額

（円）

1,100.00 3,693.00 865.00 4,020.00 6,556.00

（うち１株当たり中間配当

額）
(－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益金額 （円） 7,358.18 9,324.43 3,851.42 108.04 131.11

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 43.6 40.0 38.8 36.8 32.5

自己資本利益率 （％） 5.9 7.0 2.8 14.8 15.5

株価収益率 （倍） － － － － －

配当性向 （％） 14.9 39.6 22.5 18.6 25.0

従業員数
（人）

417 440 546 589 737

（外、平均臨時雇用者数） (1,041) (963) (1,068) (1,205) (1,354)

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であるため、期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。

４．第47期及び第48期の財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任監

査法人トーマツの監査を受けておりますが、第44期、第45期及び第46期については、当該監査を受けており

ません。

５．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇

用者数（限定正社員、契約社員を含む。）は、年間の平均人員数を（　）内に外数で記載しております。

６．第46期より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号　平成22年６月30日）、

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号　平成22年６月30日

公表分）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号　平成22年６月30

日）を適用しております。

平成27年２月13日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行っておりますが、第47期の期首に当該株式

分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算定しております。
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７．当社は、平成27年２月13日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行っております。そこで、東京証券

取引所自主規制法人（現日本取引所自主規制法人）の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券

報告書（Ⅰの部）』の作成上の留意点について」（平成24年８月21日付東証上審第133号）に基づき、第44

期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると

以下のとおりとなります。なお、第44期、第45期及び第46期の数値（１株当たり配当額についてはすべての

数値）については有限責任監査法人トーマツの監査を受けておりません。

回次 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期

決算年月 平成22年６月 平成23年６月 平成24年６月 平成25年６月 平成26年６月

１株当たり純資産額 （円） 642.23 683.39 681.05 789.89 902.27

１株当たり当期純利益金額 （円） 36.79 46.62 19.26 108.04 131.11

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額
（円） － － － － －

１株当たり配当額

（うち１株当たり中間配当

額）

（円）
5.50

(－)

18.47

(－)

4.33

(－)

20.10

(－)

32.78

(－)

 

２【沿革】

ａ　会社設立までの経緯

　当社の創業者である平山上一は、昭和30年12月に日用品の卸売業を山口県下関市貴船町に個人創業しました。

　その後、業容の拡大に合わせ、昭和40年７月に山口県下関市椋野町に本店を移転し、昭和42年５月に有限会社平

山商店として設立しております。

 

ｂ　沿革

昭和42年５月　　有限会社平山商店設立

昭和47年４月　　山口県下関市幡生宮の下町に本店を移転

昭和52年７月　　有限会社平山に商号を変更

平成元年７月　　製造業の製造工程に対する請負業務（現アウトソーシング事業）を開始

平成４年５月　　株式会社平山に組織変更

平成11年10月　　労働者派遣法に基づく一般労働者派遣事業の許可を取得

平成15年８月　　職業安定法に基づく有料職業紹介事業の許可を取得

平成16年４月　　愛知県豊田市に豊田研修センターを開設

平成16年４月　　東京都中央区に東京本社を開設

平成21年３月　　株式会社トップエンジニアリング（現　連結子会社）の全株式取得し、技術者派遣事業を開始

平成22年６月　　東京都港区に東京本社を移転

平成23年１月　　静岡県富士宮市に富士宮研修センターを開設

平成23年３月　　ベトナム国ハノイ市にHIRAYAMA VIETNAM Co.,Ltd.を設立

平成24年３月　　本店を山口県下関市から東京都港区へ移転、東京本社を本店とする

平成26年３月　　タイ国バンコク市にHIRAYAMA (Thailand) Co.,Ltd.を設立
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３【事業の内容】

　当社グループは、当社（株式会社平山）及び連結子会社１社及び非連結子会社２社により構成されており、アウト

ソーシング事業及び技術者派遣事業を主たる業務としております。

　当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。なお、非連結子

会社については、記載を省略しております。

　なお、以下に示す区分は「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(1）連結財務諸表　注記事項」に掲げるセグ

メント区分と同一であります。

 

(1）アウトソーシング事業

　当事業では、医療機器・医薬品、輸送用機器、住宅設備機器、食品関連製品等を製造する顧客企業内の製造工程

等において、製造請負（*1）・製造派遣（*2）・人材紹介の事業を行っております。特に主力である製造請負に関

しては、当社に所属する現場改善コンサルタント（*3）と連携したサービスを生産性向上とコスト削減を目指し、

提供しております。加えて、「製造請負優良適正事業者認定制度」（*4）による認定を取得し、当事業の健全性、

透明性の確保に取り組むとともに、従業員のキャリア形成と安定雇用に取り組んでおります。

　なお、当事業については、当社が行っております。

*1　製造請負

　請負会社（当社）が、発注者（メーカー）からの注文を受けて製造や加工等を行い、納品（納入）等を行った

成果に対して報酬が支払われる契約を指しております。

*2　製造派遣

　派遣会社（当社）と雇用関係にある労働者を、役務を受ける会社（発注者：メーカー）に派遣して、役務を提

供するサービスを指しております。

*3　現場改善コンサルタント

　大手製造メーカー等の製造現場で改善活動に長年従事してきた経験者等で構成されており、顧客視点で問題点

を改善し、技術、品質、コスト面で競争力の向上を図り、低コストの製造現場構築に努めております。

*4　製造請負優良適正事業者認定制度

　製造請負優良適正事業者認定制度とは、請負事業に関わる法令を遵守している請負事業者のうち、雇用改善の

管理と請負体制の充実化を実現している事業者を、優良かつ適正な請負事業を行っている事業者として認定する

制度です。制度の目的は優良・適正な請負事業者を認定し、公表することによって、製造請負事業の適正化と雇

用管理改善の推進、製造請負業界の市場競争の健全化を実現し、労働者の福祉の向上及び発注者（製造事業者）

の製造業務の長期的な質的改善につなげることであります。

　この認定制度は、厚生労働省委託事業「請負事業適正化・雇用管理改善推進事業」の委託費の交付により実施

されております。当該事業は製造系人材サービス（請負・派遣・紹介等）を業とする事業者会員で構成される一

般社団法人日本生産技能労務協会が受託し、学識者等による第三者機関「製造請負事業改善推進協議会」が運営

を担当しております。

 

(2）技術者派遣事業

　当事業は、当社グループの従業員を取引先のエンジニアリング分野へ技術者として派遣することに特化した事業

であります。宇宙航空・自動車・鉄道から、家電・精密機器まで、日本国内の幅広い分野のメーカーに対し、設計

開発、評価・解析等の部門に当社グループ従業員の派遣を行っております。

　なお、当事業については、当社の連結子会社の株式会社トップエンジニアリングが主に取り組んでおります。

 

(3）その他事業

　主に当社のコンサルティング部門と教育部門が提供するサービスであります。

　具体的には、製造業の上流である製品開発設計から生産、物流、サプライチェーンに至るまでの工程においてコ

スト削減、生産性向上、品質管理等の課題を、現場改善コンサルタントが、取引先（顧客）と共に解決していく

サービスであります。これは、当社の現場改善コンサルタントが、ＴＰＳ（Toyota Production System：トヨタ生

産方式）を取り入れ、作業実施部隊（顧客の現場改善担当者、現場作業員）と連動して、実効性を追求したコンサ

ルティングをメーカーに対し提供するものであります。また、海外の製造業の管理職に対しては、日本国内の製造

現場見学と当社研修センターでの研修を合わせた「スタディツアー」（*）等を提供・運営しております。

*　スタディツアー

　当社グループのサービスの一つで、海外の製造現場の管理者に対し、日本国内の工場見学や当社研修センター

での各種研修サービスを、ツアーとして提供するものであります。
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［事業系統図］

　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 

　上記の他、非連結子会社として、ベトナム国にHIRAYAMA VIETNAM Co.,Ltd.、タイ国にHIRAYAMA (Thailand)

Co.,Ltd.を有しております。当該２社の業務内容は、企業に対する改善コンサルティング、教育、セミナー実施であ

ります。

 

４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の
内容

議決権の所
有割合又は
被所有割合
（％）

関係内容

（連結子会社）      

株式会社トップエンジニ

アリング

（注）３

東京都港区 100,000 技術者派遣事業 100.0

経理業務受託

事務所賃貸

役員の兼任あり

　（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報の名称を記載しております。

２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

３．特定子会社に該当しております。

４．株式会社トップエンジニアリングについては売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高

に占める割合が10％を超えておりますが、セグメント情報における技術者派遣事業の売上高に占める当該連

結子会社の売上高（セグメント間の内部売上高又は振替高を含む。）の割合が100％であるため、主要な損

益情報等の記載は省略しております。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

平成27年４月30日現在
 

セグメントの名称 従業員数（人）

　アウトソーシング事業 868 (1,364)

　技術者派遣事業 141 (5)

報告セグメント計 1,009 (1,369)

その他 3 (－)

全社（共通） 48 (5)

合計 1,060 (1,374)

　（注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む。）であり、臨時雇用者（限定正社員（※）、契約社員を含む。）は、最近１年間の平均人員数

を（　）内に外数で記載しております。

　　　　　　※　限定正社員：職務及び勤務地が限定された、期間の定めのない労働契約によって雇用された者であり

ま　　す。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

 

(2）提出会社の状況

平成27年４月30日現在
 

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

909(1,367) 27.53 3.80 2,999,649

 

セグメントの名称 従業員数（人）

　アウトソーシング事業 868 (1,364)

　技術者派遣事業 － (－)

報告セグメント計 868 (1,364)

その他 3 (－)

全社（共通） 38 (3)

合計 909 (1,367)

　（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇

用者（限定正社員、契約社員を含む。）は、最近１年間の平均人員数を（　）内に外数で記載しておりま

す。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

 

(3）労働組合の状況

　当社グループの労働組合は結成されておりませんが、労使関係は安定しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、安倍政権によるいわゆるアベノミクスによって積極的な金融・財政

政策が行われ、景気回復に関する期待感が持たれ、民間設備投資、公共投資、住宅投資も改善傾向にあります。

また、平成26年４月から施行された消費税増税による駆け込み需要も手伝い、個人消費や雇用・所得環境にも改

善の動きがみられる等、底堅い景気動向を示しております。

　労働市場については、これらの影響により平成26年６月には求人倍率が1.01となり、完全失業率も3.7％、失

業者数も245万人（前年同月比15万人減）となりました。

　このような状況の下、当社グループは、顧客の請負ニーズ増加と医療機器分野の請負実績を踏まえた他分野へ

の積極的な営業活動の展開により、既存顧客のシェアアップと新規顧客の獲得に一定の成果を上げてまいりまし

た。堅調な推移を続ける医療・医薬品業界等を中心に、増産体制に積極的に協力するとともに当社の強みでもあ

る現場改善コンサルティングを取り入れ、品質向上を図りながら業容の維持と利益の確保に努めてまいりまし

た。

　以上の環境の中、当社グループにおける当連結会計年度の業績は、売上高は8,250,526千円（前期比11.2％

増）営業利益は319,785千円（同19.5％増）、経常利益は325,816千円（同3.6％増）、当期純利益は182,358千円

（同18.4％増）となりました。

　セグメント別の業績の概況は、次のとおりであります。

 

①　アウトソーシング事業

　当連結会計年度においては、医療・医薬業界等の既存取引先の需要拡大、住宅関連企業等との新規取引先開

始が売上の増加に寄与しております。また既存請負職場での現場改善・能率向上策・増員などを積極的に推進

し、また既存派遣職場を請負化するなど全社を挙げて請負化の向上を図りました。

　この結果、売上高7,236,728千円（前期比12.4％増）、セグメント利益837,672千円（同25.5％増）となりま

した。

 

②　技術者派遣事業

　当連結会計年度においては、機械系業務は昨年から引き続き、自動車関連を中心として引き合いが好調であ

りましたが、エンジン設計業務など専門知識を必要とする業務など、人材の確保が苦戦しました。回復基調に

あった電気・ソフト系業務も新卒は１名のみという採用結果となり、慢性的に人材不足の状況となりました。

　この結果、売上高は876,410千円（前期比1.6％減）と苦戦したものの、セグメント利益は経費削減に努めた

結果47,315千円（同23.6％増）となりました。

 

③　その他事業

　コンサルティング部門は、今後の当社の高収益ビジネスの柱と位置付け注力しておりますが、アウトソーシ

ング事業及び技術者派遣事業の既存顧客へのサービス展開や、海外では東南アジア大手紙パルプ会社との改善

コンサルティング契約を獲得するなど堅調に推移しました。また、スタディツアーについても継続的に実施し

ており、堅調に推移しました。

　この結果、売上高137,387千円（前期比45.7％増）、セグメント利益40,747千円（同70.6％増）となりまし

た。

 

当第３四半期連結累計期間（自　平成26年７月１日　至　平成27年３月31日）

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、消費税増税に加え、昨今の原材料高騰による価格への転嫁

などにより、個人の消費マインドが落ち込むなどマイナス影響が出始めたものの、経済全体とすれば緩やかな回復

が続いておりました。製造業においても全体的には増産傾向が続いており、当社グループにとっては引き合いが増

加する一方、採用活動には相変わらず苦戦をいたしました。

当社グループにおいては、人材需要の旺盛な、輸送用機器、住設関連、食品、事務機器関連企業を中心に積極的

な営業活動を行い、収益の拡大を図りました。

この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は6,659,123千円、営業利益は292,215千円、経常利益は

293,211千円となりました。

特別損失に関係会社出資金評価損9,923千円、投資有価証券評価損7,448千円を計上し、四半期純利益は156,637

千円となりました。

EDINET提出書類

株式会社平山(E31602)

有価証券届出書（新規公開時）

 26/129



 

セグメント別の業績の概況は、次のとおりです。

 

①アウトソーシング事業

アウトソーシング事業は、既存取引先は概ね増産傾向にあったものの、一部主要顧客先の主力製品が減産となり

伸び悩みました。また新規採用は依然として厳しい状況が続き、採用コストの上昇が目立ちました。

この結果、売上高は5,868,582千円、セグメント利益は710,213千円となりました。

 

②技術者派遣事業

技術者派遣事業は、自動車、鉄道などの輸送機器分野、通信機器及び設備分野での需要は持続しており、その分

野の売上も堅調に推移しました。

この結果、売上高は685,899千円、セグメント利益は42,941千円となりました。

 

③その他事業

当セグメントは顧客企業の改善を図るコンサルティング事業、教育事業等の事業を領域としております。

コンサルティング事業は、海外からのスタディツアーの一部延期や、ツアー受入におけるコスト上昇などによ

り、売上、利益ともに若干下がりつつあるなか、一方で国内経済の好況により、国内メーカー向けのコンサルティ

ング活動が比較的好調に推移しました。

この結果、売上高は104,640千円、セグメント利益は22,768千円となりました。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

807,195千円増加し、2,102,380千円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度において営業活動の結果取得した資金は258,683千

円（前連結会計年度は328,445千円の取得）となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益319,454千

円、減価償却費10,861千円、役員退職慰労引当金の増加額17,690千円、退職給付に係る負債の増加額92,267千

円、売上債権の増加額75,788千円、未払金の増加額58,711千円、預り金の減少額43,896千円、未払消費税等の増

加額63,714千円、法人税等の支払額181,604千円によります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度において投資活動の結果取得した資金は61,308千円

（前連結会計年度は228,910千円の支出）となりました。これは主として、定期預金の純減少額58,201千円、有

形固定資産の取得による支出24,457千円、投資有価証券の売却による収入30,334千円によります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度において財務活動の結果取得した資金は487,203千

円（前連結会計年度は41,662千円の取得）となりました。これは主として、短期借入金の純減少額150,000千

円、長期借入れによる収入800,000千円、長期借入金の返済による支出133,336千円、配当金の支払額27,380千円

によります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当社グループは、提供するサービスの大部分が請負業務又は派遣業務であるため、生産実績については記載を省

略しております。

 

(2）受注状況

　当社グループは、提供するサービスの大部分が請負業務又は派遣業務であるため、受注実績については記載を省

略しております。

 

(3）販売実績

　当連結会計年度及び当第３四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当連結会計年度
（自　平成25年７月１日
至　平成26年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年７月１日
至　平成27年３月31日）

金額（千円） 前年同期比（％） 金額（千円）

アウトソーシング事業 7,236,728 112.4 5,868,582

技術者派遣事業 876,410 98.4 685,899

その他 137,387 145.7 104,640

合計 8,250,526 111.2 6,659,123

　（注）１．最近２連結会計年度及び当第３四半期連結累計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実

績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度
（自　平成24年７月１日
至　平成25年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成25年７月１日
至　平成26年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年７月１日
至　平成27年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

テルモ株式会社 3,867,445 52.1 4,286,250 52.0 3,198,927 48.0

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

　当社グループは、以下の事項を経営上の重点課題としております。

 

(1）採用体制の強化

　本社採用担当者及び全国エリアに配置された採用担当者を増員し、必要な人材を迅速に効率よく採用し、人材確

保に努めます。

 

(2）全社員の教育強化による社員個々の能力向上

　正社員、限定正社員、契約社員の垣根を作らず社員全員の教育強化を行い、社員個々の能力を向上させるため、

教育体系をリニューアルし、ＯＪＴでの教育時間を増加し実践力を向上させ、自社の請負現場力強化に連動させる

ことだけでなく、他社他業界でも通用する社員を育成します。

 

(3）請負化の推進と既存請負現場の改善力の向上と競争力の向上

　顧客企業の業務請負に対する要求を確実に遂行するため、当社の現場改善コンサルタントを積極的に営業へも同

行させ、現場改善力のある提案をすると共に既存の請負現場へも継続的に現場改善コンサルタントを派遣し、さら

なる改革改善を行い生産性向上や品質向上に努め、競争力を高めてまいります。

 

(4）その他売上部門のコンサルティング事業全体の強化

　現在、現場改善コンサルティングの売上の大半が、インドネシア及びシンガポール、ベトナムの３国での売上で

すが、今後はアジア全域での展開を進めてまいります。

　また、もう一角として、観光庁も積極的に進めているインバウンドビジネスのスタディツアー事業を強化し、中

国及び欧米、南米でのアライアンス企業を増やし、当社研修センターへの研修ツアー顧客を増加させ、海外展開へ

の布石や改善コンサルティングビジネスに繋げ、その他売上部門から１事業部門まで早期に育てます。

 

４【事業等のリスク】

　当社グループの事業等に関するリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主

な事項は以下のとおりであります。当社グループは、これらのリスクの存在を理解した上で、当該リスクを極力回避

するための最大限の努力を致します。なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グ

ループが判断したものであります。

 

(1）大規模な自然災害と日本経済の動向等による影響

　当社グループは、地震、台風、洪水、火災等の災害、地球規模の気候変動の進行による影響を受けた場合、また

戦争、テロ行為、コンピューターウイルスによる攻撃等が起こった場合やそれにより情報システム及び通信ネット

ワークの停止や誤作動が発生した場合、さらにインフルエンザ等の感染症が流行した場合、当社グループの事業活

動が制限され、業績に影響を及ぼす可能性があります。また景気変動や社会環境の変化に伴い顧客企業からの人材

需要が減少した場合や、顧客企業の製造拠点の海外移管等により業績に大きな影響を与える可能性があります。

 

(2）法的規制等について

　当社グループの主力事業であるアウトソーシング事業は、顧客構内での製造請負事業と製造派遣事業で構成され

ております。製造請負事業については、現時点では請負自体を規制する法律はありませんが、労働者派遣事業と請

負により行われる事業との区分に関する労働省告示第37号で示される労働者派遣との区分に則り、事業に取り組ん

でおりコンプライアンスを確実に保った製造請負を推進しております。

　当社グループの事業は、労働基準法、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法

律」（以下「労働者派遣法」という）をはじめとする労働関係法令及びその他関係法令の規制を受けており、内部

監査室が全国各支店を臨検し関連諸法令の遵守状況を日々監視しております。

　また、コンプライアンスを経営方針の最重要事項と位置付け、関係法令の教育、指導、管理、監督体制の強化に

努めておりますが、関連諸法令に違反するような事象が発生した場合、労働局等所轄監督官庁による当社グループ

及び取引先に対し是正勧告、業務改善命令、事業停止命令、事業許可取り消し等の処分が下され、当社グループの

業績に甚大な影響を及ぼす可能性があります。

　また、労働者派遣法は情勢の変化に伴い見直しが行われており、将来法改正が行われた場合、当社グループの業

績に影響を与える可能性があります。
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当社グループの許可・届出状況

会社名 許認可の名称 監督官庁 許可番号 取得年月日 有効期限

株式会社平山
一般労働者派遣事業 厚生労働省 般13－305101 平成14年11月１日 平成30年６月30日

有料職業紹介事業 厚生労働省 13－ユ－305442 平成15年８月１日 平成28年７月31日

株式会社トップエンジ

ニアリング

一般労働者派遣事業 厚生労働省 般13－040276 平成７年４月１日 平成30年３月31日

有料職業紹介事業 厚生労働省 13－ユ－040317 平成12年６月１日 平成28年５月31日

　なお、上記の許可・届出について、事業停止、許可取消しまたは事業廃止となる事由は労働者派遣法第14条及び

第21条、並びに職業安定法第32条に定められております。本書提出日現在において当社グループが認識している限

り、当社グループにはこれら事業停止、許可取消し及び事業廃止の事由に該当する事実はありません。

 

(3）取引先企業の生産変動について

　当社グループの主力事業であるアウトソーシング事業における製造請負、製造派遣において、当社取引先メー

カーの生産状況に合わせてサービスを提供しております。当社グループは、取引先メーカーの意向に従って増産、

減産といった生産変動に対応することでメーカー側のコスト構造をより変動費化する役割を担っております。現

在、当社グループの最も取引量の多い取引先業種は、医療機器・医薬品等を扱う精密機器分野のメーカーでありま

すが、当該業界の企業は、国内に留まらず全世界に製品を出荷しており、出荷先の景気動向が生産数量に大きな影

響を及ぼす状況となっており、生産変動は頻繁に生じております。さらに取引先メーカーは、労働者派遣法改正、

為替変動、コストダウン要請等の課題も抱えており、グローバルな視点での生産拠点最適化を模索しており、生産

拠点自体の統廃合も戦略的、機動的に行われております。

　こうした取引先の生産動向の変化や生産拠点戦略の変更等は、今後も規模の大小を問わず常に生じるものと考え

られます。取引先企業の大規模且つ急激な生産変動が生じた場合には、当社グループの業績に多大な影響を及ぼす

可能性があります。

 

(4）特定の取引先の依存について

　当社グループは、テルモ株式会社の国内工場に対し製造請負、製造派遣を行っており、当社グループの最近２連

結会計年度並びに当第３四半期連結累計期間における総売上高に占める同社に対する売上高の割合は、下表のとお

り高い水準にあります。

相手先

第47期
連結会計年度

（自　平成24年７月１日
至　平成25年６月30日）

第48期
連結会計年度

（自　平成25年７月１日
至　平成26年６月30日）

第49期
第３四半期連結累計期間
（自　平成26年７月１日
至　平成27年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

テルモ株式会社 3,867,445 52.1 4,286,250 52.0 3,198,927 48.0

　現状において、当社グループは、同社とは良好な取引関係を維持しておりますが、何らかの要因により取引関係

に問題が生じた場合、あるいは同社の生産動向の変化や事業方針の変更等があった場合には、当社グループの業績

に重要な影響を及ぼす可能性があります。

　なお、この他に、当社グループは同社の関係会社と営業取引がありますが、取引金額は僅少であり重要性が乏し

いため、記載を省略しております。

 

(5）人材の確保及びその維持にかかる業績への影響について

　当社グループの主たる事業において、顧客企業及び自社運営の請負事業所が必要とする人材を採用、育成し必要

な時に必要な人材を供給する必要があります。

　当社グループは請負事業が主力であり、モノづくりに深く取り組む現場での社員確保が必要であり、そのために

必要な施策を的確に展開して参ります。

　さらに採用過程において、募集広告に関し総合的な分析による効率的な投資を行うとともに、採用担当者へは

しっかりとした教育を行い良質な人材採用につなげ、さらには応募から採用、入社に至る過程での取りこぼしを減

少させ、取引先及び当社グループが必要とする人材確保に努めております。

　しかしながら、当該施策が目論見どおり機能せず、当社グループの求める人材の確保が計画通りに進まない場合

においては、売上機会の損失や原価率の上昇、販売管理費の上昇により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。

　また、当社グループの人材戦略として、新卒正社員を主軸とした無期雇用社員数の増加を掲げております。これ

が請負化推進の基本戦略にも繋がっております。しかしながら、無期雇用を維持するために、大規模な経済活動の

縮退局面が生じた場合において、結果的に当社グループの業績に多大な影響を及ぼす可能性があります。
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(6）社会保険料率の変化について

　当社グループは多数の従業員を抱えており、社会保険の加入義務があります。今後社会保険料の料率が上昇した

場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

(7）労働災害等のリスクについて

　当社グループの主力であるアウトソーシング事業は、取引先メーカーの工場構内において、製造請負、製造派遣

を行っております。取引先メーカーの工場構内で行う製造請負においては、取引先メーカーとの業務請負契約に

よって生産量や生産期限、品質あるいは取引先企業の備品を使用するにあたっての備品管理といった領域まで責任

を負っております。一方、製造派遣は法律上、人材を取引先メーカーに派遣し、派遣した人員の指揮命令等の労務

管理が派遣先に委ねられる形態となっております。

　製造請負の取引形態と製造派遣の取引形態では、業務を遂行する現場社員が労働災害に見舞われた場合において

責任主体が異なり、製造派遣においては取引先メーカーがその損害についての責任を負うのに対し、製造請負にお

いては当社グループが責任を負うこととなります。

　労働災害に関しましては、基本的に労働保険の適用範囲内で解決されるものと考えておりますが、当社グループ

の瑕疵が原因で発生した労働災害において、被災害者が労働保険の適用を超えて補償を要求する等、訴訟問題に発

展した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(8）顧客及び個人情報の管理について

　当社グループは、当社グループが展開する事業の特性上、取引先メーカーの生産計画や新製品の開発及製造にか

かわる機密性の高い情報に接することがあります。当社グループは顧客情報管理規程において、社員が職務上知り

得た顧客企業の情報の取扱いについて必要な事項を定め、適正な情報管理を行うための体制を整えております。

　また採用活動時の個人情報管理については、採用試験合否結果後の履歴書等の保管及び廃棄については、面接前

に個人情報取り扱いに関する同意書を交わし進める等、個人毎の情報管理の徹底を図っております。全社員対象と

した継続的な教育を実施し、厳正な管理を行っておりますが、個人情報の漏洩や不正使用などの事態が生じた場

合、損害賠償請求や社会的信用失墜等により当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。

 

(9）事業投資及び海外事業展開に関するリスク

　当社グループは、成長発展を促進するための手段として同業または製造業、コンサルティング業を中心に企業ま

たは事業の買収を検討してまいります。これらのアクションに応じて多額の資金需要が発生する可能性があるほ

か、のれんの償却やその事業の発展の鈍化、またその投資が必ずしも見込みどおりに当社グループの業績に寄与せ

ず、業績貢献までに時間を要する可能性があります。

　また、日本国内の長期的経済環境は、人口減少による購買力の低下より経済力が弱体化し、国内マーケットの規

模は確実に縮小していく一方、海外市場特にアジアでの人口は増加し、消費拡大が見込まれております。現在当社

グループの事業活動はほぼ日本国内で行われておりますが、将来的に持続的に成長を実現するためにも海外事業拡

大が重要なテーマと考えております。しかしながら、アジアでの事業展開を行っていくにあたり、為替リスク、売

掛金の回収、取引先との関係構築、商習慣の違いや投資規制、宗教観の違いや政治的、法的障害に遭う可能性があ

ります。

　これらから海外事業の拡大においては、投資に対する回収や利益の実現までには一定の期間が必要と考えており

ますが、その結果として、所要の成果があげられなかった場合や投資した資金が回収不能となった場合等には、当

社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

(10）請負化推進にかかる請負事業者責任

　当社グループの主力事業であるアウトソーシング事業は、製造請負事業と労働者派遣事業の２本の柱で構成され

ております。そのアウトソーシング事業の主たる事業である製造請負事業について、当社の現場改善コンサルタン

トと連携し付加価値の高い製造請負サービスを各種ものづくり企業に提供してまいりました。また長年の取組みの

中、製造請負事業改善推進協議会からは当社グループの請負事業所を「製造請負優良適正事業者」１号として認定

されました。

　当社グループの製造請負事業は、前述の現場改善コンサルタントが生産特性を詳細に分析し、最善の生産プロセ

スを具現化してまいります。しかしながら、労働者派遣事業と比較して利益率が高い分、リスクも高く、不良品の

発生や、顧客企業の設備の破損等への責任は、当社グループの業績に多大な影響を及ぼす可能性があります。
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(11）潜在株式について

　当社グループは、役員及び従業員等に対して、業績向上に対する意欲や士気を高めるため、ストックオプション

による新株予約権を発行しております。本書提出日現在、新株予約権による潜在株式総数は172,600株であり、発

行済株式総数1,415,200株の12.20％に相当します。

　当社グループでは、今後も将来にわたって当社グループの成長に大きな貢献が期待できる役員及び従業員には、

新株予約権の付与を行っていく方針でありますが、現在付与している新株予約権に加え、今後付与される新株予約

権の行使が行われた場合、発行済株式総数が増加し、１株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。ま

た、上場後、当社株式の株価の状況によっては、需給バランスの変動が発生し、当社株価形成に影響を及ぼす可能

性があります。

　なお、ストックオプションの詳細につきましては、「第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2）新株予約

権等の状況」に記載のとおりであります。

 

５【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

 

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。

 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において、当社グループが判断したものであります。

 

(1）重要な会計方針及び見積り

　当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。この連結財務諸表を作成するにあたり重要となる会計方針については、「第５　経理の状況　１　連結

財務諸表等　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載されているとおりであります。連結財務諸

表の作成においては、過去の実績やその時点で合理的と考えられる情報に基づき、会計上の見積りを行っておりま

すが、見積りには不確実性が伴い実際の結果は異なる場合があります。

 

(2）経営成績の分析

当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

①　概要

　当連結会計年度における世界経済は、米国経済が寒波の影響を受けながらも緩やかな回復基調にあり、欧州

経済も財政問題に依然不安を抱えるものの持ち直しつつあり、中国経済も景気が減速しつつも成長基調は維持

する等、先行き不透明感は拭えないものの全般的には景気改善の方向で推移してまいりました。しかしなが

ら、中国以外のアジア新興国や資源国の一部には経常収支、財政収支に構造的な課題を抱えることから経済成

長に弱さが見られる等、世界経済は、景気回復の期待を感じながらも力強さを欠く状況にあります。

　わが国経済においては、民間設備投資、公共投資、住宅投資も改善傾向にあり、個人消費も消費税率引き上

げ前の駆け込み需要も手伝い、雇用・所得環境にも改善の動きがみられる等、底堅い景気動向を示しておりま

す。一方、わが国の貿易収支は、為替相場が円安にて推移し、原発問題が解決していない状況から原油、ＬＮ

Ｇ等のエネルギー関連輸入額の増加等もあり、依然として貿易赤字傾向が続いております。

　こうした環境の下、わが国のメーカー各社は、グローバル生産体制の機動的な見直しを行っており、一部に

生産機能の国内回帰が見られる等の状況にも至っております。しかしながら、国内生産拠点の縮退と海外への

生産拠点移転推進という大勢には影響がなく、当業界においては、従前の事業規模を維持、拡大することが難

しい状況となっております。特に現下の円安水準は、平成19年頃と同程度であり、中国、東南アジアの消費成

長が日本を上回る状況ではメーカー各社も地産地消の観点も踏まえ、当該地域での生産体制に移行せざるを得

なくなっております。一方、国内生産においては、メーカーからのコストダウン要請が厳しい中でわが国雇用

情勢の好転もあり、製造業での雇用確保が難しいことから当業界各社の採用活動にも多大な影響を及ぼしてお

ります。

　当社グループは、このような状況のもとで「一層のコンプライアンス経営」を合言葉に、日本の製造業に

「アウトソーシング事業」「技術者派遣事業」等の商品を提供し、日本の製造業発展に貢献してまいりまし

た。

　特に、当連結会計年度は「労働者派遣法の改正」を念頭に細心の注意をもって事業の維持拡大を計ってまい

りました。
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・アウトソーシング事業：既存請負職場での現場改善・能率向上策・増員などを積極的に推進。既存派遣職場

を請負化するなど全社を挙げて請負化の加速化。

・技術者派遣事業　　　：当社グループ事業方針の第一目標である「請負事業の拡大」のための突破口として

の事業拡大。

　以上の環境の中、当社グループ年間業績は対前年比大幅増となりました。

　これらの結果、当連結会計年度の当社グループの業績としましては、売上高8,250,526千円（前期比11.2％

増）、営業利益319,785千円（同19.5％増）、経常利益325,816千円（同3.6％増）、当期純利益182,358千円

（同18.4％増）となりました。

②　売上高

　売上高は、前連結会計年度に比べ、11.2％増の8,250,526千円となりました。

　アウトソーシング事業は、医療・医薬業界等の既存取引先の需要拡大、住宅関連企業等との新規取引先開始

が売上の増加に寄与しました。また既存請負職場での現場改善・能率向上策・増員などを積極的に推進し、ま

た既存派遣職場を請負化するなど全社を挙げて請負化の向上を図りました。この結果、前連結会計年度に比

べ、12.4％増の7,236,728千円となりました。

　技術者派遣事業は、機械系業務は昨年から引き続き、自動車関連を中心として引き合いが好調でありました

が、エンジン設計業務など専門知識を必要とする業務など、人材の確保が苦戦しました。回復基調にあった電

気・ソフト系業務も新卒は１名のみという採用結果となり、慢性的に人材不足の状況となりました。この結

果、前連結会計年度に比べ、1.6％減の876,410千円となりました。

　その他事業は、コンサルティング部門は、今後の当社の高収益ビジネスの柱と位置付け注力しております

が、アウトソーシング事業及び技術者派遣事業の既存顧客へのサービス展開や、海外では東南アジア大手紙パ

ルプ会社との改善コンサルティング契約を獲得するなど堅調に推移しました。また、スタディツアーについて

も継続的に実施しており、堅調に推移しました。この結果、前連結会計年度に比べ、45.7％増の137,387千円

となりました。

③　売上原価、販売費及び一般管理費

　売上原価は、前連結会計年度に比べ、10.2％増の6,840,303千円となりました。

　また、売上高に対する売上原価の比率は0.7％減少して82.9％となりました。

　販売費及び一般管理費は、前連結会計年度に比べ、15.2％増の1,090,437千円となりました。

　これは主として、従業員数の増加により給与及び賞与が、前連結会計年度に比べ、61,172千円増加したこと

によります。

④　営業利益

　営業利益は、前連結会計年度に比べ、19.5％増の319,785千円になりました。

⑤　営業外収益、営業外費用

　営業外収益は、前連結会計年度に比べ、69.3％減の17,294千円になりました。

　これは主として、円安幅が縮小したことにより為替差益が、前連結会計年度に比べ、26,306千円減少したこ

とによります。

　営業外費用は、前連結会計年度に比べ、19.6％増の11,263千円になりました。

⑥　特別損失

　特別損失は、前連結会計年度に比べ、75.1％減の6,362千円になりました。

　これは、主として、前連結会計年度に計上していた関係会社出資金評価損25,602千円がなくなったことによ

ります。

⑦　税金等調整前当期純利益

　税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度に比べ、10.6％増の319,454千円になりました。

⑧　法人税等

　法人税等は、前連結会計年度に比べ、1.6％増の137,095千円になりました。

⑨　当期純利益

　当期純利益は、前連結会計年度に比べ、18.4％増の182,358千円になりました。

 

当第３四半期連結累計期間（自　平成26年７月１日　至　平成27年３月31日）

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、消費税増税に加え、昨今の原材料高騰による価格への転

嫁などにより、個人の消費マインドが落ち込むなどマイナス影響が出始めたものの、経済全体とすれば緩やかな

回復が続いておりました。製造業においても全体的には増産傾向が続いており、当社グループにとっては引き合

いが増加する一方、採用活動には相変わらず苦戦をいたしました。

　当社グループにおいては、人材需要の旺盛な、輸送用機器、住設関連、食品、事務機器関連企業を中心に積極

的な営業活動を行い、収益の拡大を図りました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は6,659,123千円、営業利益は292,215千円、経常利益は

293,211千円となりました。
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　特別損失に関係会社出資金評価損9,923千円、投資有価証券評価損7,448千円を計上し、四半期純利益は

156,637千円となりました。

 

　セグメント別の業績の概況は、次のとおりです。

 

①アウトソーシング事業

　アウトソーシング事業は、既存取引先は概ね増産傾向にあったものの、一部主要顧客先の主力製品が減産とな

り伸び悩みました。また新規採用は依然として厳しい状況が続き、採用コストの上昇が目立ちました。

　この結果、売上高は5,868,582千円、セグメント利益は710,213千円となりました。

 

②技術者派遣事業

　技術者派遣事業は、自動車、鉄道などの輸送機器分野、通信機器及び設備分野での需要は持続しており、その

分野の売上も堅調に推移しました。

　この結果、売上高は685,899千円、セグメント利益は42,941千円となりました。

 

③その他事業

　当セグメントは顧客企業の改善を図るコンサルティング事業、有料職業紹介等の事業を領域としております。

　コンサルティング事業は、海外からのスタディツアーの一部延期や、ツアー受入におけるコスト上昇などによ

り、売上、利益ともに若干下がりつつあるなか、一方で国内経済の好況により、国内メーカー向けのコンサル

ティング活動が比較的好調に推移しました。

　この結果、売上高は104,640千円、セグメント利益は22,768千円となりました。

 

(3）財政状態の分析

当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

　当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ873,032千円増加し、4,039,034千円となりました。

　当連結会計年度末の現金及び預金は、運転資金の増加にそなえた長期借入金の増加などにより前連結会計年度

に比べ、757,036千円増加しました。

　当連結会計年度末の流動資産は、現金及び預金が757,036千円、売上高の増加により売掛金が75,645千円増加

したことなどにより、前連結会計年度末に比べ857,293千円増加し、3,684,184千円となりました。

　当連結会計年度末の固定資産は、投資有価証券が25,666千円減少、繰延税金資産が32,051千円増加したことな

どにより、前連結会計年度末に比べ15,738千円増加し、354,849千円となりました。

　当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ716,184千円増加し、2,755,257千円となりました。

　当連結会計年度末の流動負債は、短期借入金が150,000千円減少、１年内返済予定の長期借入金が183,318千円

増加、未払金が58,711千円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ122,853千円増加し、1,464,061千

円となりました。

　当連結会計年度末の固定負債は、運転資金の増加にそなえた借入れの実行にともない長期借入金が483,346千

円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ593,330千円増加し、1,291,196千円となりました。

　当連結会計年度末の純資産合計は、利益剰余金が154,978千円増加したことなどにより、前連結会計年度末に

比べ156,848千円増加し、1,283,776千円となりました。

 

当第３四半期連結累計期間（自　平成26年７月１日　至　平成27年３月31日）

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は3,980,546千円となり、前連結会計年度末に比べ58,488千円減

少しました。主な要因は、売掛金が42,501千円、その他流動資産が30,608千円それぞれ増加したものの、現金及

び預金が100,047千円、投資その他の資産が36,239千円、それぞれ減少したことによるものであります。

　負債合計は2,510,732千円となり、前連結会計年度末に比べ244,525千円減少しました。主な要因は、短期借入

金が100,000千円、長期借入金が117,068千円、それぞれ減少したことによるものであります。

　純資産合計は1,469,813千円となり、前連結会計年度末に比べ186,036千円増加しました。主な要因は、利益剰

余金が172,531千円増加したことによるものであります。

 

(4）キャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

807,195千円増加し、2,102,380千円となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度において営業活動の結果取得した資金は258,683千

円となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益319,454千円、減価償却費10,861千円、役員退職慰

労引当金の増加額17,690千円、退職給付に係る負債の増加額92,267千円、売上債権の増加額75,788千円、未払金
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の増加額58,711千円、預り金の減少額43,896千円、未払消費税等の増加額63,714千円、法人税等の支払額

181,604千円によります。

　投資活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度において投資活動の結果取得した資金は61,308千円

となりました。これは主として、定期預金の純減少額58,201千円、有形固定資産の取得による支出24,457千円、

投資有価証券の売却による収入30,334千円によります。

　財務活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度において財務活動の結果取得した資金は487,203千

円となりました。これは主として、短期借入金の純減少額150,000千円、長期借入れによる収入800,000千円、長

期借入金の返済による支出133,336千円、配当金の支払額27,380千円によります。

(5）経営成績に重要な影響を与える要因について

　当社グループの主たる事業であるアウトソーシング事業が属する製造業界におきましては、為替や国内の景気変

動の影響等により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　その他、経営成績に重要な影響を与える可能性のある要因については、「第２　事業の状況　４　事業等のリス

ク」に記載のものがあります。

 

(6）経営戦略の現状と見通し

　次期の見通しにつきましては、既存取引先（医療医薬請負事業所・精密機器請負事業所）請負事業拡大の為、請

負現場改善をさらに進めることと同時に、顧客との関係を今以上に強化し、事業所の拡大安定化を推進してまいり

ます。

　また、営業部門を強化し新規開拓力を高め、将来新たな収益源となる顧客を新たに獲得しさらに業務を拡大させ

てまいります。海外戦略についてはベトナム・タイに設立済みの現地法人を中心にタイ、カンボジア他東南アジア

マーケットの開発を進めてまいります。

 

(7）経営者の問題認識と今後の方針について

　政治安定期に日本経済の復活が大きく期待されており、円安及び原油安が国内製造業大手においてプラス要因で

あり、弊社製造請負・製造派遣業界にとっても好材料になると想定しております。さらに製造請負・製造派遣業界

に大きく影響すると考えられている労働者派遣法改正案が平成27年度の通常国会で審議入りし成立が見込まれてお

ります。本改正案は、主に「労働者派遣事業は全て許可制」「派遣労働者の待遇改善・キャリアアップの推進」

「派遣労働者の派遣期間の見直し」等がポイントとなっており、特に「派遣労働者の派遣期間の見直し」において

は、派遣先の同一組織単位における同一の派遣労働者の受入れを３年を上限とするなど、より分かりやすい制度に

変わる可能性が高く、本改正案が施行された場合、製造請負・製造派遣業界のすそ野と市場規模は一段と広がるも

のと予想されております。

　また、当社グループの事業を着実に推し進める上で重要な項目の一つに、全社の安全管理とその推進を掲げてお

ります。製造請負・製造派遣業界全体としては、これらの安全管理基準が確立されておりませんが、「安全あって

の平山」を念頭に地道な活動を続けてまいります。そのために全社員に向けた積極的な教育を進めてまいります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

　当連結会計年度においては、24,457千円の設備投資を実施しております。

　アウトソーシング事業においては、富士宮研修センターにおける建物付属設備の増設工事1,295千円、営業用車

両運搬具の取得3,267千円を実施しました。

　セグメントに属さない設備投資として、車両運搬具の取得19,364千円を実施しました。

 

当第３四半期連結累計期間（自　平成26年７月１日　至　平成27年３月31日）

　当第３四半期連結累計期間において重要な設備の取得、除却、売却等はありません。

 

２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1）提出会社

平成26年６月30日現在
 

事業所名
（所在地）

セグメントの名称 設備の内容

帳簿価額

従業員数
（人）

建物及び構
築物
（千円）

機械装置及
び運搬具
（千円）

土地
（千円）
（面積㎡）

工具、器具
及び備品
（千円）

合計
（千円）

本社

（東京都港区）

ほか１拠点

－ 本社 8,867 13,336
522

(22,579.00)
833 23,560

37

(18)

下関営業所

（山口県下関市）
－ 事務用設備 4,762 － － 1,539 6,301

1

(－)

富士宮支店／富士宮研修セ

ンター

（静岡県富士宮市）

アウトソーシング

事業

営業設備及び

研修設備
4,365 1,172

36,109

(731.82)
1,073 42,721

257

(374)

豊田支店／豊田研修セン

ター

（愛知県豊田市）

アウトソーシング

事業

営業設備及び

研修設備
1,747 86 － 15 1,848

22

(41)

宇都宮支店

（栃木県宇都宮市）

ほか全国に９拠点

アウトソーシング

事業
営業設備 56 1,528 － 555 2,140

420

(921)

社員寮

（静岡県沼津市）
－ 厚生施設 276 －

18,781

(121.28)
－ 19,057 －

　（注）１．金額には消費税等は含まれておりません。

２．本社、支店及び各営業所の事務所は賃借しており、年間の賃借料は、本社35,064千円、支店及び各営業所計

22,541千円であります。

３．静岡県駿東郡長泉町に本社の経理部門があります。

４．その他支店及び営業所の所在地は、土浦、高崎、山梨、沼津、草津、福井、大阪、広島、福岡であります。

５．上記以外に遊休設備となっている土地（北九州市小倉北区　489.440㎡　8,500千円）があります。

６．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇

用者（限定正社員、契約社員を含む。）は、年間の平均人員数を（　）内に外数で記載しております。

 

(2）国内子会社

　記載すべき重要な設備はありません。

 

(3）在外子会社

　記載すべき重要な設備はありません。

 

　なお、当第３四半期連結累計期間（自　平成26年７月１日　至　平成27年３月31日）においては、新設、休止、大

規模改修、除却、売却等による著しい変動はありません。

 

３【設備の新設、除却等の計画】（平成27年４月30日現在）

　特記すべき事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 3,600,000

計 3,600,000

　（注）　平成27年１月15日開催の取締役会決議により、平成27年２月13日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行

可能株式総数は3,582,000株増加し、3,600,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類 発行数（株）
上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 1,415,200 非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限

定のない当社における標準となる株式であ

り、単元株式数は100株であります。

計 1,415,200 － －

　（注）１．平成27年１月15日開催の取締役会決議により、平成27年２月13日付で普通株式を１株につき200株の株式分

割を行っております。これにより発行済株式総数は1,408,124株増加し、1,415,200株となっております。

２．平成27年１月15日開催の取締役会決議により、平成27年２月13日付で単元株制度を採用し、単元株式数は

100株としております。

 

（２）【新株予約権等の状況】

　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　第１回新株予約権（平成20年６月25日臨時株主総会決議、平成20年６月25日発行）

 
最近事業年度末現在
（平成26年６月30日）

提出日の前月末現在
（平成27年５月31日）

新株予約権の数（個） 200 200

新株予約権のうち自己新株予約権の数

（個）
－ －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 200（注）１ 40,000（注）１、６

新株予約権の行使時の払込金額（円） 88,000（注）２ 440（注）２、６

新株予約権の行使期間
自　平成22年７月１日

至　平成30年６月25日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　88,000（注）２

資本組入額　　44,000（注）２

発行価格　　440（注）２、６

資本組入額　220（注）２、６

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ （注）４

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項
（注）５ （注）５

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は１株、提出日の前月末現在は200株であ

ります。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整の結

果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２．新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式

により１株当たりの行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使によるも

のを除く）は、次の算式により１株当たりの行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

 
既発行株式数×

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

３．(1）新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。

(2）新株予約権発行時において当社の取締役であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の取締

役、監査役または従業員であることを要する。

(3）新株予約権者が死亡した場合、その相続人がこれを行使できるものとする。

４．新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することはできないものとする。

５．当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案

につき株主総会で承認された場合には、新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式

移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株

式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。

６．平成27年１月15日開催の取締役会決議により、平成27年２月13日付で普通株式１株につき200株の株式分割

を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金

額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており

ます。

 

②　第２回新株予約権（平成26年11月26日臨時株主総会決議、平成26年12月５日発行）

 
最近事業年度末現在
（平成26年６月30日）

提出日の前月末現在
（平成27年５月31日）

新株予約権の数（個） － 595

新株予約権のうち自己新株予約権の数

（個）
－ －

新株予約権の目的となる株式の種類 － 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） － 119,000（注）１、７

新株予約権の行使時の払込金額（円） － 925（注）２、７

新株予約権の行使期間 －
自　平成26年12月６日（注）８

至　平成36年11月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額（円）
－

発行価格　　925（注）２、７

資本組入額　463（注）２、５、７

新株予約権の行使の条件 － （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 － （注）４

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項
－ （注）６

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在は、200株であります。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整の結

果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２．新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式

により１株当たりの行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で募集株式を発行（株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場

合を含み、新株予約権（新株予約権付社債も含む。）の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証

券の転換による場合を除く。）する場合は、次の算式により１株当たりの行使価額を調整し、調整による１

円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数×

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
募集株式発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

３．(1）新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社ま

たは当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。

(2）新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続を認めるものとする。

(3）その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めると

ころによる。

４．新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。

５．(1）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場

合は、この端数を切り上げるものとする。

(2）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

６．(1）当社が消滅会社となる合併契約、または当社が完全子会社となる株式移転計画または株式交換契約、当

社が分割会社となる会社分割についての分割計画・分割契約に関する議案が株主総会において承認（株

主総会の承認を要しない場合は取締役会の決議）されたときは当社は、新株予約権の全部を無償にて取

得することができる。

(2）新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社は

その新株予約権を無償にて取得することができる。

(3）当社の組織再編に際して定める契約または計画等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権

を新株予約権者に対して交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株

式会社の新株予約権を交付するものとする。

ⅰ合併（当社が消滅する場合に限る。）

合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

ⅱ吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

ⅲ新設分割

新設分割により設立する株式会社

ⅳ株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

ⅴ株式移転

株式移転により設立する株式会社

７．平成27年１月15日開催の取締役会決議により、平成27年２月13日付で普通株式１株につき200株の株式分割

を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金

額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており

ます。

８．上記の「新株予約権の行使期間」とは別に、提出日の前月末現在、新株予約権の数405個、新株予約権の目

的となる株式の数81,000株については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約におい

て、「新株予約権の発行にかかる取締役会決議の日（平成26年11月26日）後２年を経過した日から権利行使

が可能となる。」旨の行使条件を定めております。
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③　第３回新株予約権（平成26年11月26日臨時株主総会決議、平成27年２月５日発行）

 
最近事業年度末現在
（平成26年６月30日）

提出日の前月末現在
（平成27年５月31日）

新株予約権の数（個） － 68

新株予約権のうち自己新株予約権の数

（個）
－ －

新株予約権の目的となる株式の種類 － 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） － 13,600（注）１、７

新株予約権の行使時の払込金額（円） － 925（注）２、７

新株予約権の行使期間 －
自　平成27年２月５日（注）８

至　平成36年11月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額（円）
－

発行価格　　925（注）２、７

資本組入額　463（注）２、５、７

新株予約権の行使の条件 － （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 － （注）４

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項
－ （注）６

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在は、200株であります。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整の結

果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２．新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式

により１株当たりの行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で募集株式を発行（株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場

合を含み、新株予約権（新株予約権付社債も含む。）の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証

券の転換による場合を除く。）する場合は、次の算式により１株当たりの行使価額を調整し、調整による１

円未満の端数は切り上げる。

 
既発行株式数×

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
募集株式発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

３．(1）新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社ま

たは当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。

(2）新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続を認めるものとする。

(3）その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めると

ころによる。

４．新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。

５．(1）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場

合は、この端数を切り上げるものとする。

(2）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

６．(1）当社が消滅会社となる合併契約、または当社が完全子会社となる株式移転計画または株式交換契約、当

社が分割会社となる会社分割についての分割計画・分割契約に関する議案が株主総会において承認（株

主総会の承認を要しない場合は取締役会の決議）されたときは当社は、新株予約権の全部を無償にて取

得することができる。

(2）新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社は

その新株予約権を無償にて取得することができる。

EDINET提出書類

株式会社平山(E31602)

有価証券届出書（新規公開時）

 40/129



(3）当社の組織再編に際して定める契約または計画等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権

を新株予約権者に対して交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株

式会社の新株予約権を交付するものとする。

ⅰ合併（当社が消滅する場合に限る。）

合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

ⅱ吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

ⅲ新設分割

新設分割により設立する株式会社

ⅳ株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

ⅴ株式移転

株式移転により設立する株式会社

７．平成27年１月15日開催の取締役会決議により、平成27年２月13日付で普通株式１株につき200株の株式分割

を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金

額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており

ます。

８．上記の「新株予約権の行使期間」とは別に、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約にお

いて、「新株予約権の発行にかかる取締役会決議の日（平成27年１月15日）後２年を経過した日から権利行

使が可能となる。」旨の行使条件を定めております。

 

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成24年３月１日

（注）１
－ 7,076 200 100,000 － －

平成27年２月13日

（注）２
1,408,124 1,415,200 － 100,000 － －

　（注）１．その他資本剰余金からの資本組入による資本金増加であります。

２．平成27年１月15日開催の取締役会決議により、平成27年２月13日付で普通株式１株につき200株の株式分割

を行ったことによるものであります。

 

（５）【所有者別状況】

平成27年４月30日現在
 

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況

（株）
政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － － － 3 － － 6 9 －

所有株式数

（単元）
－ － － 6,458 － － 7,694 14,152 －

所有株式数の割

合（％）
－ － － 45.6 － － 54.4 100 －

　（注）　自己株式38,400株は、「個人その他」に384単元を含めて記載しております。

 

EDINET提出書類

株式会社平山(E31602)

有価証券届出書（新規公開時）

 41/129



（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年４月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　　 38,400
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　1,376,800 13,768 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 1,415,200 － －

総株主の議決権 － 13,768 －

　（注）１．平成27年１月15日開催の取締役会決議により、平成27年２月13日付で普通株式１株につき200株の株式分割

を行っております。

２．平成27年１月15日開催の取締役会決議により、平成27年２月13日付で１単元を100株とする単元株制度を採

用しております。

３．平成27年１月15日開催の取締役会決議により、平成27年１月20日に第三者割当の方法による自己株式の処分

を行っております。

 

②【自己株式等】

平成27年４月30日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社平山
東京都港区港南一丁目８番

40号A-PLACE品川６階
38,400 － 38,400 2.71

計 － 38,400 － 38,400 2.71

　（注）１．平成27年１月15日開催の取締役会決議により、平成27年２月13日付で普通株式１株につき200株の株式分割

を行っております。

２．平成27年１月15日開催の取締役会決議により、平成27年２月13日付で１単元を100株とする単元株制度を採

用しております。

３．平成27年１月15日開催の取締役会決議により、平成27年１月20日に第三者割当の方法による自己株式の処分

を行っております。
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（７）【ストックオプション制度の内容】

　当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する

方法によるものであります。

　当該制度の内容は、以下のとおりであります。

 

（平成20年６月25日の臨時株主総会決議）

①　第１回新株予約権（平成20年６月25日発行）

決議年月日 平成20年６月25日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役　２名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

 

（平成26年11月26日の臨時株主総会決議）

②　第２回新株予約権（平成26年12月５日発行）

決議年月日 平成26年11月26日

付与対象者の区分及び人数（名）

当社取締役　　３名

子会社取締役　３名

当社監査役　　１名

当社従業員　　22名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。
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③　第３回新株予約権（平成27年２月５日発行）

決議年月日 平成26年11月26日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社従業員　52名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

 

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第３号の規定に基づく普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

株主総会（平成25年１月24日）での決議状況

（取得期間　平成25年１月24日～平成26年１月23日）
265 34,755

最近事業年度前における取得自己株式 265 34,755

最近事業年度における取得自己株式

（平成25年７月１日～平成26年６月30日）
－ －

残存授権株式の総数及び価額の総額 － －

最近事業年度の末日現在の未行使割合（％） － －

最近期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合（％） － －

　（注）　平成27年１月15日開催の取締役会決議により、平成27年２月13日付で普通株式１株につき200株の株式分割を

行っておりますが、上記は分割前の株式数で記載しております。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　該当事項はありません。
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（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

最近事業年度 最近期間

株式数（株）
処分価額の総額

（千円）
株式数（株）

処分価額の総額
（千円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － 73 13,505

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
－ － － －

保有自己株式数 265 － 38,400 －

　（注）　平成27年１月15日開催の取締役会決議により、平成27年２月13日付で普通株式１株につき200株の株式分割を

行っております。これにより、「最近期間」における保有自己株式数は、株式分割後の株式数を記載しており

ます。

 

３【配当政策】

　当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題と認識しております。利益配分につきましては、将来の事業展

開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針と

しており、剰余金の配当につきましては、期末配当による年１回を基本方針としております。

　当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の安定した配当の継続という基本方針のもと、１株当たり6,556

円の配当を実施いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は、25.0％となりました。

　内部留保資金の使途につきましては、運転資金に充当する他、今後の事業展開及び経営基盤の強化に係る投資に充

当していきたいと考えております。

　剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　当社は、「取締役会の決議により、毎年12月31日の株主名簿に記載又は記録された登録された株主もしくは登録株

式質権者に対し、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

　なお、当事業年度（第48期）に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（千円） １株当たり配当額（円）

平成26年９月24日

定時株主総会決議
44,652 6,556（注）

　（注）　平成27年１月15日の取締役会決議により、平成27年２月13日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行っ

ております。そこで、当事業年度（第48期）の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合、１株

当たり配当額は32円78銭に相当します。

 

４【株価の推移】

　当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役

社長
 平山　善一 昭和37年11月26日生

昭和61年４月　日鉱商事株式会社（現　ＪＸ金属商事株

式会社）入社

昭和61年７月　有限会社平山（現　当社）入社

平成元年11月　当社　専務取締役

平成５年７月　当社　代表取締役社長（現任）

平成21年３月　株式会社トップエンジニアリング　代表

取締役会長（現任）

(注)３
819,200

(注)７

専務取締役 営業本部長 平山　惠一 昭和39年２月８日生

昭和62年４月　有限会社平山（現　当社）入社

平成２年１月　当社　取締役

平成５年７月　当社　専務取締役

平成19年７月　当社　専務取締役経営企画室長

平成21年８月　株式会社トップエンジニアリング　常務

取締役

平成23年１月　当社　専務取締役

平成23年１月　株式会社トップエンジニアリング　代表

取締役社長

平成26年７月　当社　専務取締役営業本部長（現任）

平成26年７月　株式会社トップエンジニアリング　取締

役（現任）

(注)３
379,200

(注)8

常務取締役

アウトソー

シング・製

造派遣事業

本部長

谷口　久志 昭和40年２月16日生

平成元年４月　第一家庭電器株式会社入社

平成10年６月　当社　入社

平成18年１月　当社　アウトソーシング事業部長

平成19年７月　当社　取締役アウトソーシング事業部長

平成20年７月　当社　取締役東海エリアマネージャー

平成21年１月　当社　取締役東海・中部エリアマネー

ジャー

平成21年３月　当社　取締役営業本部東日本担当

平成22年７月　当社　常務取締役アウトソーシング・製

造派遣事業本部長（現任）

(注)３ －

取締役 管理本部長 柴田　寛 昭和44年８月20日生

平成２年４月　株式会社大森回漕店　入社

平成５年４月　サロンドハシモト　入社

平成５年10月　株式会社アイエイチ交易設立

平成７年12月　当社　入社

平成18年７月　当社　西日本エリアマネージャー

平成19年７月　当社　取締役西日本エリアマネージャー

平成21年１月　当社　取締役中国九州関西エリアマネー

ジャー

平成21年３月　当社　取締役営業本部西日本担当

平成22年７月　当社　取締役管理本部長（現任）

(注)３ －

取締役  河邊　和則 昭和27年８月22日生

昭和48年４月　日本電熱株式会社入社

昭和63年11月　株式会社ジエクス　入社

平成５年12月　株式会社トップエンジニアリング　入社

平成10年４月　同社　営業部営業部長

平成12年12月　同社　取締役

平成21年１月　同社　代表取締役

平成22年７月　同社　常務取締役

平成24年９月　同社　営業統括部顧問

平成26年７月　同社　代表取締役（現任）

平成26年12月　当社　取締役（現任）

(注)３ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役  小牟礼　義人 昭和11年２月11日生

昭和34年４月　住友商事株式会社　入社

昭和51年４月　同社　ＵＳＡヒューストン支店次長

昭和59年10月　同社　鉄鋼本部鋼管貿易部長

昭和61年12月　同社　イラク支店長

平成２年６月　同社　鉄鋼貿易本部副本部長

平成４年６月　同社　理事

平成７年10月　住商パイプアンドスチール株式会社代表

取締役社長

平成12年２月　株式会社インタープロジェクト　入社

平成14年５月　株式会社シェーンコーポレーション　入

社（現任）

平成26年９月　当社　取締役（現任）

(注)３ －

取締役  村上　伸一 昭和20年２月18日生

昭和44年４月　株式会社小松製作所　入社

平成16年８月　同社　開発本部モノ作り技術改革室推進

Ｇ主査（兼任）経営企画室先進技術担当

部長

平成17年４月　同社　経営企画室先進技術担当部長

（兼）開発本部担当部長

平成17年６月　大阪大学大学院工学研究科社会連携室産

学連携推進教授

平成22年４月　Kaizenパートナー　代表（現任）

平成26年12月　当社　取締役（現任）

(注)３ －

常勤監査役  住友　千良 昭和27年11月11日生

昭和50年４月　新日本商品株式会社　入社

昭和51年４月　パナソニックテレコム株式会社　入社

平成18年９月　当社　入社　経理部経理課長

平成26年６月　当社　監査役（現任）

(注)４ －

監査役  露木　忠晴 昭和20年３月29日生

昭和38年５月　ソニー株式会社　入社

平成６年２月　ソニー長崎株式会社　取締役

平成９年９月　ソニー国分株式会社　常務取締役

平成13年10月　ソニーセミコンダクタ九州株式会社執行

役員

平成17年３月　エスティモバイルディスプレイ株式会

社　代表取締役社長

平成18年６月　同社　相談役

平成19年２月　当社　入社　営業顧問

平成26年２月　当社　監査役（現任）

(注)４ －

監査役  福永　隆明 昭和47年10月29日生

平成10年10月　ＫＰＭＧセンチュリー監査法人（現　有

限責任あずさ監査法人）東京事務所入所

平成16年10月　福永公認会計士事務所設立代表（現任）

平成17年10月　グローバル・ソリューションズ・コンサ

ルティング株式会社　代表取締役（現

任）

平成21年11月　みらい株式会社　取締役

平成22年９月　いちご不動産投資法人　監督役員（現

任）

平成23年１月　グリーンオーク・インベストメント・マ

ネジメント株式会社　社外監査役（現

任）

平成26年６月　当社　監査役（現任）

平成26年10月　チケットガード少額短期保険株式会社　

社外監査役（現任）

(注)４ －

監査役  玉野　淳 昭和29年６月28日生

昭和53年４月　尼崎信用金庫　入社

昭和58年１月　株式会社三恵工業　入社

平成元年４月　岡村忠弘税理士事務所入所

平成17年12月　岡村・玉野税理士法人設立　代表社員

（現任）

平成26年６月　当社　監査役（現任）

(注)４ －

計 1,198,400

　（注）１．取締役小牟礼義人及び村上伸一は、社外取締役であります。

２．監査役福永隆明及び玉野淳は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成27年２月13日開催の臨時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のう

ち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
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４．監査役の任期は、平成27年２月13日開催の臨時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度のう

ち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

５．専務取締役平山惠一は、代表取締役社長平山善一の弟であります。

６．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は１名で、営業本部長代理沼尻成敏であります。

７．代表取締役社長平山善一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社スリーアローズが所有する株

式数を含めて表示しております。

８．専務取締役平山惠一の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるハクトコーポレーション株式会社が所有す

る株式数を含めて表示しております。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

　当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「経営理念」である「全社員の一心同体経

営」、「仕事から得られる心の利益を大切にする」を追求し、継続的な企業価値の向上を達成するために、意

思決定の迅速化、経営責任の明確化、コンプライアンス体制の充実・強化及び適時・適切な情報開示などを通

じて、株主をはじめとするすべてのステークホルダーからの信頼を得ることであります。確固たるコーポレー

ト・ガバナンス体制は、適正な利益を確保し企業価値の最大化を図る基盤であるとの認識に基づき、下記の企

業統治の体制を採用しております。

 

①　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況等

　当社の会社の機関の内容の模式図は以下のとおりであります。

 

イ．会社の機関の内容

ａ　取締役会

　当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役７名（うち社外取締役２名）で構成されております。取

締役会は、原則月１回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経

営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営

に関する重要事項を決定すると共に各取締役の業務執行の状況を監督しております。なお、業務執行に

ついては、執行役員を１名選任し、権限委譲による組織運営を行っております。

　また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となって

おります。

ｂ　監査役会

　当社の監査役会は、常勤監査役１名及び非常勤監査役３名で構成されており、うち２名が社外監査役

であります。監査役会は、毎月１回定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しておりま

す。常勤監査役は、取締役会のほか、経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う

など、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。

　また、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミー

ティングを行うなど、連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
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ｃ　経営会議

　経営会議は、常勤取締役及び執行役員で構成され、毎月１回開催しております。経営会議は、取締役

会への付議事項についての事前討議、取締役会から委嘱事項についての審議・決議を行い、意思決定の

迅速化と業務執行の効率化を図っております。なお、常勤監査役が重要性に鑑み、出席しております。

ｄ　内部監査室（専任者１名）

　内部監査室は、代表取締役社長直轄の組織として、本社及び各支店を臨検し、業務活動の合理性、効

率性、適正性を諸規程に準拠して評価し、社長に報告することで不正や誤謬の防止及び業務改善に資す

ることを図っております。

　また監査役会及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティン

グを行うなど連携を密にし、監査機能の向上を図っております。

 

ロ．その他の企業統治に関する事項

・内部統制システムの整備の状況

　当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のように業務の適正性を確保するための体制整備

の基本方針として、「内部統制システムに関する基本方針」を定めております。この方針は平成26年10月

15日に取締役会で制定しております。

ａ　取締役及び使用人の職務の遂行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ⅰ　法令・定款及び社会規範を遵守する為の「コンプライアンス行動規範」を制定し、全社に周知・徹

底する。

ⅱ　「コンプライアンス規程」を制定するとともに、コンプライアンス管理組織及びリスク管理組織を

設置し、コンプライアンス体制の構築・維持にあたる。

ⅲ　コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。

ⅳ　内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。

ⅴ　当社は、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断

固としてこれを拒絶する。

ｂ　取締役の職務の遂行に関わる情報の保存及び管理に関する体制

ⅰ　取締役の職務の遂行に関わる情報については、法令及び文書管理規程等に基づき、適切に保管及び

管理を行う。

ⅱ　取締役及び監査役は、これらの文書等を、常時閲覧できる体制とする。

ｃ　損失の危険の管理に関する規定その他の体制

ⅰ　「リスク管理規程」を制定し、会社の事業活動において想定される各種のリスクに対応する部署ま

たは組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。

ⅱ　リスク管理組織を設置し、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。

ⅲ　危機発生時には、対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切

かつ迅速に対処するものとする。

ｄ　取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制

ⅰ　取締役会の意思決定機能及び業務監督機能と、各取締役の業務執行機能を分離する。

ⅱ　「取締役会規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、取締役の職務及び権限、責任

の明確化を図る。

ⅲ　取締役会を毎月１回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。

ｅ　当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ⅰ　関係会社担当部署を明確にし、「関係会社管理規程」に基づき、関係会社管理を行う。

ⅱ　取締役会は、当社グループの経営計画を決議し、管理本部財務経理部はその進捗状況を毎月取締役

会に報告する。

ⅲ　内部監査室は、当社及び当社子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。

ｆ　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

ⅰ　監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役スタッフを任命し、当該監査業務

の補助に当たらせる。

ｇ　監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

ⅰ　監査役より監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長等の指揮・命令は受けないもの

とする。

ⅱ　当該使用人の人事異動及び考課については、監査役の同意を得るものとする。
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ｈ　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

ⅰ　監査役は、取締役会のほか経営会議等重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の

報告をもとめることができる。

ⅱ　取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見し

たときには、速やかに監査役に報告する。

ⅲ　取締役及び使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに

報告する。

ｉ　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ⅰ　監査役会には、法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保する。

ⅱ　監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。

ⅲ　監査役は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。

ⅳ　監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、当社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専

門家の意見を聴取することができる。

ｊ　財務報告の信頼性を確保するための体制

ⅰ　信頼性のある財務報告の作成及び金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出の

ため、「内部統制規程」を定め、内部統制が有効に機能するための体制を構築する。

ⅱ　財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するとともに、

財務報告に係る社内規程等の適切な整備及び運用を行う。

ⅲ　財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視・評価し、不備が

あれば、必要な改善・是正を行うとともに、関係法令との適合性を確保する。

ｋ　反社会的勢力の排除に向けた体制

ⅰ　反社会的勢力・団体・個人とは一切の関わりを持たず、不当・不法な要求には応じないことを基本

方針とし、「反社会的勢力排除規程」及び「反社会的勢力排除実施要領」を定め、取締役及び使用

人に周知徹底する。

ⅱ　平素より、関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時は、関係行政機関や法律の専門

家と緊密に連携を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。

 

・リスク管理体制の整備の状況

　当社は持続的な成長を確保するため「リスク管理規程」を制定し、全社的なリスク管理体制の整備を推

進し、運用を評価するために、取締役会をリスク管理組織としております。

　リスク管理組織は、

(1）リスクの識別、分析、評価及びその予防と対応策の検討及び決定

(2）不祥事、トラブルに対する迅速な対応及び状況の総括的な把握及び対処の実施

(3）内部統制評価を含む内部監査の実施状況の把握

(4）リスク回避への啓発、教育

(5）リスクの顕在化に対する再発防止策の検討と実施指示

　これらについて協議検討を行うものとし、定時取締役会のうち四半期に１回以上の頻度で実施しており

ます。また、必要に応じて弁護士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整

えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。

　また、当社の内部監査部署である内部監査室が、リスク管理体制全般の適切性、有効性を検証しており

ます。

 

・コンプライアンス体制の整備状況

　当社は、企業価値の持続的向上のためには、全社的なコンプライアンス体制の強化・推進が必要不可欠

であると認識し、「コンプライアンス規程」を制定し、その周知徹底と遵守を図っております。当社は、

コンプライアンスの状況を把握し、コンプライアンス違反を未然に防止するとともに、コンプライアンス

違反があった場合に対応するために、取締役会をコンプライアンス管理組織としております。

　コンプライアンス管理組織は、

(1）コンプライアンス違反の識別、分析、評価及びその予防と対応策の検討及び決定

(2）コンプライアンス違反に対する迅速な対応及び状況の総括的な把握及び対処の実施

(3）コンプライアンス推進への啓発、教育

(4）コンプライアンス違反に対する再発防止策の検討と実施指示

(5）内部統制評価を含む内部監査の実施状況の把握

　これらについて協議検討を行うものとし、定時取締役会のうち四半期に１回以上の頻度で実施しており

ます。また法令違反その他のコンプライアンスに関する社内相談・報告体制として、「内部通報規程」を

制定し、運用しております。
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・情報セキュリティ、個人情報保護等の体制の整備状況

　当社は、業務上取り扱う顧客等の情報、従業員情報をはじめとする企業情報を各種漏えいリスクから守

るため、役員及び従業員に対し、「情報セキュリティ規程」を制定し、情報セキュリティに関する行動規

範を示し、高い情報セキュリティレベルを確保しております。

　機密情報の管理は、情報セキュリティ管理者が行うものとし、管理担当取締役がこれに当たるものとし

ております。具体的には、機密情報について、目的外利用の禁止、保管・開示・返却・廃棄等に関する

ルールを定め情報の取り扱いには、充分な注意を払っております。併せて、電子化情報などについては高

いレベルのネットワークセキュリティを確保し、厳密に管理を行っております。

　又、個人情報保護法に対応するため、代表取締役社長が「個人情報保護方針」を宣言しております。具

体的には、当社で保存する個人情報について「個人情報保護規程」を定めております。当社の情報資産の

保護に万全を尽くすともに、情報システムの有効性、効率性、気密性等の確保を図っております。

 

ハ．取締役及び監査役の責任免除

　当社は定款第30条第１項及び第40条第１項において、会社法第426条第１項の規定に基づき、取締役会

の決議をもって、同法第423条第１項の取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であっ

た者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる旨を定めております。

 

ニ．責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害

賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める最

低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が

責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

②　社外取締役及び社外監査役

　当社の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。

　社外取締役小牟礼義人氏とは、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また

同氏が現在、過去において、取締役である又はあったその他の会社とも、人的関係、資本関係及び取引関

係、その他の利害関係はありません。

　社外取締役村上伸一氏とは、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また同

氏が現在、過去において、取締役である又はあったその他の会社とも、人的関係、資本関係及び取引関係、

その他の利害関係はありません。

　社外監査役福永隆明氏とは、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また同

氏が現在、過去において、取締役である又はあったその他の会社とも、人的関係、資本関係及び取引関係、

その他の利害関係はありません。

　社外監査役玉野淳氏とは、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また同氏

が現在、過去において、取締役である又はあったその他の会社とも、人的関係、資本関係及び取引関係、そ

の他の利害関係はありません。

　当社は社外取締役の独立性について、会社法上の社外取締役の要件を満たしていること、また社外監査役

についても、会社法上の社外監査役の要件をみたしていることを確認し、選任しております。

 

③　会計監査の状況

　当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。

（業務を執行した公認会計士の氏名） （所属する監査法人）

公認会計士　　井上　隆司 有限責任監査法人トーマツ

公認会計士　　髙木　政秋 有限責任監査法人トーマツ

（注）１．継続監査年数については７年以内であるため記載を省略しております。

２．監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。

公認会計士　　　４名

その他　　　　　５名
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④　役員報酬等

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる
役員の員数
（人）基本報酬

ストックオプ
ション

賞与 退職慰労金

取締役

（社外取締役を除く。）
131,000 114,000 － － 17,000 4

監査役

（社外監査役を除く。）
2,639 2,300 － － 339 3

社外役員（社外監査役） 300 300 － － － 2

　（注）　退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。

 

ロ．役員ごとの連結報酬等の総額等

　報酬額の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ．役員報酬等の決定に関する方針

　当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定し

ております。各取締役の報酬については、取締役会の決議により決定しております。また、各監査役の報

酬については、監査役会での協議により決定しております。

 

⑤　取締役の定数

　当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑥　取締役の選任の決議要件

　当会社の取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

　また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

⑦　株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、定款に別段の定めがある場合

を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の

３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和

することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするためであります。

 

⑧　自己株式の取得

　当社は、自己株式の取得について、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議により、市場取

引等による自己株式の取得を行うことができる旨定款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役

会の権限とすることにより、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行、株主への利益還元等を目

的とした機動的な自己株式の取得を可能にするためであります。

 

⑨　中間配当の決定機関

　当社は中間配当を行うことを基本方針としており、機動的に中間配当を実施するため、会社法第454条第

５項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当を行うことができる

旨を定めております。
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（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度 最近連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく報
酬（千円）

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく報
酬（千円）

提出会社 8,000 1,500 12,000 3,220

連結子会社 － － － －

計 8,000 1,500 12,000 3,220

 

②【その他重要な報酬の内容】

（最近連結会計年度の前連結会計年度）

　該当事項はありません。

 

（最近連結会計年度）

　該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（最近連結会計年度の前連結会計年度）

　当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、株式上場準備に関する業務等であ

ります。

 

（最近連結会計年度）

　当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、株式上場準備に関する業務等であ

ります。

 

④【監査報酬の決定方針】

　当社は、監査報酬の決定方針を定めておりませんが、当社の規模、業務の特性等の観点から監査日数等を勘案

して報酬を決定しております。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び四半期連結財務諸表並びに財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度（平成24年７月１日から平成25年６月30日まで）の連結財務諸表については、「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年９月21日内閣府令第61号）附

則第３条第３項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　また、前連結会計年度（平成24年７月１日から平成25年６月30日まで）の連結財務諸表については、「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成26年３月26日内閣府令第19号）附

則第３条により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

(2）当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号）に基づいて作成しております。

 

(3）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成24年７月１日から平成25年６月30日まで）の財務諸表については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年９月21日内閣府令第61号）附則第２

条第３項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　また、前事業年度（平成24年７月１日から平成25年６月30日まで）の財務諸表については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成26年３月26日内閣府令第19号）附則第２

条第１項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

(1）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成24年７月１日から平成25年

６月30日まで）及び当連結会計年度（平成25年７月１日から平成26年６月30日まで）の連結財務諸表並びに前事業

年度（平成24年７月１日から平成25年６月30日まで）及び当事業年度（平成25年７月１日から平成26年６月30日ま

で）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

 

(2）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成27年１月１日から

平成27年３月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年７月１日から平成27年３月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、会計基準等の変更について的確に把握することができる体制を整備するため、監査法人等が主催

する研修への参加や会計専門誌の定期購読を行っており、連結財務諸表等の適正性の確保に努めております。

 

EDINET提出書類

株式会社平山(E31602)

有価証券届出書（新規公開時）

 55/129



１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（平成25年６月30日）

当連結会計年度

（平成26年６月30日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,964,211 2,721,248

売掛金 778,328 853,973

繰延税金資産 6,485 20,470

その他 84,309 89,422

貸倒引当金 △6,443 △930

流動資産合計 2,826,891 3,684,184

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 71,401 72,696

減価償却累計額 △48,905 △52,621

建物及び構築物（純額） 22,496 20,075

機械装置及び運搬具 27,135 28,009

減価償却累計額 △21,184 △11,885

機械装置及び運搬具（純額） 5,951 16,124

土地 66,130 66,130

その他 38,639 34,485

減価償却累計額 △31,591 △30,051

その他（純額） 7,047 4,434

有形固定資産合計 101,625 106,764

無形固定資産 2,240 2,480

投資その他の資産   

投資有価証券 43,613 17,946

繰延税金資産 112,851 144,903

その他 ※1 89,442 ※1 93,417

貸倒引当金 △10,662 △10,662

投資その他の資産合計 235,244 245,604

固定資産合計 339,110 354,849

資産合計 3,166,002 4,039,034

負債の部   

流動負債   

買掛金 11,810 14,800

短期借入金 ※2 250,000 ※2 100,000

1年内返済予定の長期借入金 83,338 266,656

未払金 654,937 713,649

未払法人税等 115,202 117,192

賞与引当金 20,831 26,662

その他 205,088 225,101

流動負債合計 1,341,208 1,464,061

固定負債   

長期借入金 83,338 566,684

退職給付引当金 288,104 －

退職給付に係る負債 － 380,371

役員退職慰労引当金 308,008 325,699

その他 18,414 18,442

固定負債合計 697,865 1,291,196

負債合計 2,039,073 2,755,257
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（平成25年６月30日）

当連結会計年度

（平成26年６月30日）

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 16,000 16,000

利益剰余金 1,041,007 1,195,985

自己株式 △34,755 △34,755

株主資本合計 1,122,252 1,277,230

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,869 －

その他の包括利益累計額合計 △1,869 －

新株予約権 6,546 6,546

純資産合計 1,126,928 1,283,776

負債純資産合計 3,166,002 4,039,034
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【四半期連結貸借対照表】

 （単位：千円）

 
当第３四半期連結会計期間
（平成27年３月31日）

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 2,621,200

売掛金 896,475

その他 140,501

貸倒引当金 △941

流動資産合計 3,657,235

固定資産  

有形固定資産 110,926

無形固定資産 3,019

投資その他の資産  

その他 220,027

貸倒引当金 △10,662

投資その他の資産合計 209,364

固定資産合計 323,311

資産合計 3,980,546

負債の部  

流動負債  

1年内返済予定の長期借入金 266,932

未払金 668,123

未払法人税等 64,444

賞与引当金 89,561

その他 290,333

流動負債合計 1,379,395

固定負債  

長期借入金 449,616

役員退職慰労引当金 342,854

退職給付に係る負債 317,284

その他 21,582

固定負債合計 1,131,337

負債合計 2,510,732

純資産の部  

株主資本  

資本金 100,000

資本剰余金 19,930

利益剰余金 1,368,517

自己株式 △25,181

株主資本合計 1,463,267

新株予約権 6,546

純資産合計 1,469,813

負債純資産合計 3,980,546

 

EDINET提出書類

株式会社平山(E31602)

有価証券届出書（新規公開時）

 58/129



②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  （単位：千円）

 
 前連結会計年度

(自　平成24年７月１日
　至　平成25年６月30日)

 当連結会計年度
(自　平成25年７月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 7,421,209 8,250,526

売上原価 6,207,365 6,840,303

売上総利益 1,213,843 1,410,223

販売費及び一般管理費 ※1 946,263 ※1 1,090,437

営業利益 267,580 319,785

営業外収益   

受取利息 3,037 2,803

受取配当金 3,381 358

受取家賃 2,304 2,304

為替差益 34,357 8,051

助成金収入 9,807 －

その他 3,491 3,776

営業外収益合計 56,378 17,294

営業外費用   

支払利息 4,895 4,194

和解金 3,173 4,389

その他 1,350 2,679

営業外費用合計 9,419 11,263

経常利益 314,539 325,816

特別損失   

固定資産売却損 － ※2 4,563

関係会社出資金評価損 25,602 －

投資有価証券売却損 － 1,798

特別損失合計 25,602 6,362

税金等調整前当期純利益 288,937 319,454

法人税、住民税及び事業税 142,804 184,332

法人税等調整額 △7,854 △47,236

法人税等合計 134,949 137,095

少数株主損益調整前当期純利益 153,987 182,358

当期純利益 153,987 182,358
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【連結包括利益計算書】

  （単位：千円）

 
 前連結会計年度

(自　平成24年７月１日
　至　平成25年６月30日)

 当連結会計年度
(自　平成25年７月１日
　至　平成26年６月30日)

少数株主損益調整前当期純利益 153,987 182,358

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,567 1,869

その他の包括利益合計 ※1 2,567 ※1 1,869

包括利益 156,555 184,228

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 156,555 184,228
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【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

 （単位：千円）

 
 当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年７月１日
　至　平成27年３月31日)

売上高 6,659,123

売上原価 5,484,300

売上総利益 1,174,822

販売費及び一般管理費 882,606

営業利益 292,215

営業外収益  

受取家賃 2,646

その他 2,436

営業外収益合計 5,083

営業外費用  

支払利息 2,988

その他 1,098

営業外費用合計 4,087

経常利益 293,211

特別損失  

関係会社出資金評価損 9,923

投資有価証券評価損 7,448

特別損失合計 17,371

税金等調整前四半期純利益 275,840

法人税、住民税及び事業税 147,531

法人税等調整額 △28,328

法人税等合計 119,203

少数株主損益調整前四半期純利益 156,637

四半期純利益 156,637
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

 （単位：千円）

 
 当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年７月１日
　至　平成27年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 156,637

四半期包括利益 156,637

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 156,637
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

     （単位：千円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 100,000 16,000 893,140 － 1,009,140

当期変動額      

剰余金の配当   △6,120  △6,120

当期純利益   153,987  153,987

自己株式の取得    △34,755 △34,755

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

     

当期変動額合計 － － 147,867 △34,755 113,111

当期末残高 100,000 16,000 1,041,007 △34,755 1,122,252

 

     

 その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
 

その他有価証券評価
差額金

その他の包括利益累
計額合計

当期首残高 △4,437 △4,437 6,546 1,011,249

当期変動額     

剰余金の配当    △6,120

当期純利益    153,987

自己株式の取得    △34,755

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

2,567 2,567 － 2,567

当期変動額合計 2,567 2,567 － 115,679

当期末残高 △1,869 △1,869 6,546 1,126,928
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当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

     （単位：千円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 100,000 16,000 1,041,007 △34,755 1,122,252

当期変動額      

剰余金の配当   △27,380  △27,380

当期純利益   182,358  182,358

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

     

当期変動額合計 － － 154,978 － 154,978

当期末残高 100,000 16,000 1,195,985 △34,755 1,277,230

 

     

 その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
 

その他有価証券評価
差額金

その他の包括利益累
計額合計

当期首残高 △1,869 △1,869 6,546 1,126,928

当期変動額     

剰余金の配当    △27,380

当期純利益    182,358

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

1,869 1,869 － 1,869

当期変動額合計 1,869 1,869 － 156,848

当期末残高 － － 6,546 1,283,776
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
 前連結会計年度

(自　平成24年７月１日
　至　平成25年６月30日)

 当連結会計年度
(自　平成25年７月１日
　至　平成26年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 288,937 319,454

減価償却費 11,604 10,861

貸倒引当金の増減額（△は減少） 628 △5,513

受取利息及び受取配当金 △6,418 △3,162

支払利息 4,895 4,194

関係会社出資金評価損 25,602 －

売上債権の増減額（△は増加） △75,052 △75,788

未払金の増減額（△は減少） 26,220 58,711

未払消費税等の増減額（△は減少） 32,869 63,714

預り金の増減額（△は減少） 20,495 △43,896

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,302 5,830

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,556 17,690

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,462 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 92,267

その他 △28,497 △3,587

小計 340,605 440,776

利息及び配当金の受取額 6,246 3,310

利息の支払額 △4,495 △3,799

法人税等の支払額 △13,910 △181,604

営業活動によるキャッシュ・フロー 328,445 258,683

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △197,114 58,201

有形固定資産の取得による支出 △3,457 △24,457

投資有価証券の売却による収入 － 30,334

関係会社出資金の払込による支出 △23,205 －

その他 △5,133 △2,770

投資活動によるキャッシュ・フロー △228,910 61,308

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － △150,000

長期借入れによる収入 200,000 800,000

長期借入金の返済による支出 △116,662 △133,336

自己株式の取得による支出 △34,755 －

配当金の支払額 △6,120 △27,380

その他 △799 △2,080

財務活動によるキャッシュ・フロー 41,662 487,203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 141,197 807,195

現金及び現金同等物の期首残高 1,153,987 1,295,185

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,295,185 ※1 2,102,380
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

前連結会計年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

株式会社トップエンジニアリング

 

(2）非連結子会社の名称等

HIRAYAMA VIETNAM Co.,Ltd.

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

 

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数

　該当事項はありません。

 

(2）持分法を適用していない非連結子会社の名称等

HIRAYAMA VIETNAM Co.,Ltd.

（持分法を適用しない理由）

　持分法非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の適用対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要

性がないため、持分法の適用から除外しております。

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

 

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用しております。

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産

　定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除

く）については定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　３～31年

機械装置及び運搬具　２～６年

ロ　無形固定資産

　定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

 

(3）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、当社及び国内連結子会社は一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。
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ロ　賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。

ハ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し

ております。数理計算上の差異については、発生年度に一括費用処理しております。なお、連結子会

社の退職給付債務の計算は簡便法によっております。

ニ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しており

ます。

 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。

 

(5）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

 

当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

株式会社トップエンジニアリング

 

(2）非連結子会社の名称等

HIRAYAMA VIETNAM Co.,Ltd.

HIRAYAMA (Thailand) Co.,Ltd.

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであ

ります。

 

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数

　該当事項はありません。

 

(2）持分法を適用していない非連結子会社の名称等

HIRAYAMA VIETNAM Co.,Ltd.

HIRAYAMA (Thailand) Co.,Ltd.

（持分法を適用しない理由）

　持分法非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の適用対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要

性がないため、持分法の適用から除外しております。

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
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４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用しております。

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産

　定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降にした建物（建物附属設備は除く）に

ついては定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　３～31年

機械装置及び運搬具　２～６年

ロ　無形固定資産

　定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

 

(3）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、当社及び国内連結子会社は一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

ロ　賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。

ハ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しており

ます。

 

(4）退職給付に係る会計処理の方法

イ　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に

ついては、期間定額基準によっております。

ロ　数理計算上の差異の費用処理方法

　数理計算上の差異については、発生年度に一括費用処理しております。

ハ　簡便法の適用

　連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支

給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

 

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。

 

(6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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（会計方針の変更）

前連結会計年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以

下「退職給付適用指針」という。）を、当連結会計年度末より適用しております。（ただし、退職給付会計基

準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。）

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っておりま

す。なお、当該変更による損益及び純資産に与える影響はありません。

 

（未適用の会計基準等）

前連結会計年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

・「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日）

・「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日）

１．概要

　数理計算上の差異及び過去勤務費用は、連結貸借対照表の純資産の部において税効果を調整した上で認

識し、積立状況を示す額を負債又は資産として計上する方法に改正されました。また、退職給付見込額の

期間帰属方法について、期間定額基準のほか給付算定式基準の適用が可能となったほか、割引率の算定方

法が改正されました。

 

２．適用予定日

　平成26年６月期の年度末に係る連結財務諸表から適用します。ただし、退職給付見込額の期間帰属方法

の改正については、平成27年６月期の期首から適用します。なお、当該会計基準等には経過的な取り扱い

が定められているため、過去の期間の財務諸表に対しては遡及適用しません。

 

３．当該会計基準等の適用による影響

　「退職給付に関する会計基準」等の適用による影響額については、現時点で評価中であります。

 

当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

・「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日）

・「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日）

１．概要

　数理計算上の差異及び過去勤務費用は、連結貸借対照表の純資産の部において税効果を調整した上で認

識し、積立状況を示す額を負債又は資産として計上する方法に改正されました。また、退職給付見込額の

期間帰属方法について、期間定額基準のほか給付算定式基準の適用が可能となったほか、割引率の算定方

法が改正されました。

 

２．適用予定日

　退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年６月期の期首から適用します。

　なお、当該会計基準等には経過的な取り扱いが定められているため、過去の期間の連結財務諸表に対し

ては遡及適用しません。

 

３．当該会計基準等の適用による影響

　当該会計基準等を適用することにより、翌連結会計年度の期首の利益剰余金が60,547千円増加する予定

です。なお、翌連結会計年度の損益に与える影響は、軽微であります。
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（表示方法の変更）

前連結会計年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

　下記の表示方法の変更に関する注記は、連結財務諸表規則附則第２項の規定に基づき、平成25年７月１日に

開始する連結会計年度（以下「翌連結会計年度」という。）における表示方法の変更の注記と同様の内容を記

載しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　翌連結会計年度より、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「為替差損益」

は、重要性が乏しくなったため、「その他」に含めて表示しております。連結財務諸表規則附則第２項の規定

に基づき、この表示方法の変更を反映させるため、当連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っておりま

す。

　この結果、当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」に表示していた「為替差損益」△34,292千円、「その他」5,795千円は、「その他」△28,497千円とし

て組み替えております。

　また、翌連結会計年度より、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「有

形固定資産の取得による支出」は、重要性が増したため、独立掲記することとしております。連結財務諸表規

則附則第２項の規定に基づき、この表示方法の変更を反映させるため、当連結会計年度の連結財務諸表の組替

えを行っております。

　この結果、当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フ

ロー」の「その他」に表示していた△8,591千円は、「有形固定資産の取得による支出」△3,457千円、「その

他」△5,133千円として組み替えております。

 

当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「為替差損

益」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方

法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」に表示していた「為替差損益」△34,292千円、「その他」5,795千円は、「その他」△28,497千円とし

て組み替えております。

　また、前連結会計年度において「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました

「有形固定資産の取得による支出」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしてお

ります。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フ

ロー」の「その他」に表示していた△8,591千円は、「有形固定資産の取得による支出」△3,457千円、「その

他」△5,133千円として組み替えております。
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（連結貸借対照表関係）

※１　非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成25年６月30日）
当連結会計年度

（平成26年６月30日）

関係会社出資金 17,752千円 17,752千円

 

※２　当座貸越契約

　当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締

結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成25年６月30日）
当連結会計年度

（平成26年６月30日）

当座貸越極度額の総額 500,000千円 900,000千円

借入実行残高 250,000千円 100,000千円

差引額 250,000千円 800,000千円

 

（連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成24年７月１日
至　平成25年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成25年７月１日
至　平成26年６月30日）

 千円 千円

役員報酬 129,100 119,600

給与及び賞与 320,048 381,220

賞与引当金繰入額 3,566 4,715

退職給付費用 5,017 14,593

役員退職慰労引当金繰入額 22,129 18,299

減価償却費 10,421 9,937

貸倒引当金繰入額 773 △5,472

 

※２　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成24年７月１日
至　平成25年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成25年７月１日
至　平成26年６月30日）

機械装置及び運搬具 －千円 4,563千円

 

（連結包括利益計算書関係）

※１　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　平成24年７月１日
至　平成25年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成25年７月１日
至　平成26年６月30日）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 4,216千円 1,271千円

組替調整額 － 1,798

税効果調整前合計 4,216 3,070

税効果額 △1,649 △1,201

その他有価証券評価差額金 2,567 1,869

その他の包括利益合計 2,567 1,869
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 7,076 － － 7,076

合計 7,076 － － 7,076

自己株式     

普通株式（注） － 265 － 265

合計 － 265 － 265

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加265株は、株主総会決議による自己株式の取得によるものであります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

当連結会計
年度期首

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストックオプションと

しての新株予約権
－ － － － － 6,546

合計 － － － － － 6,546

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成24年９月26日

定時株主総会
普通株式 6,120 865 平成24年６月30日 平成24年９月27日

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成25年９月25日

定時株主総会
普通株式 27,380 利益剰余金 4,020 平成25年６月30日 平成25年９月26日
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当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 7,076 － － 7,076

合計 7,076 － － 7,076

自己株式     

普通株式 265 － － 265

合計 265 － － 265

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

当連結会計
年度期首

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストックオプションと

しての新株予約権
－ － － － － 6,546

合計 － － － － － 6,546

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成25年９月25日

定時株主総会
普通株式 27,380 4,020 平成25年６月30日 平成25年９月26日

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成26年９月24日

定時株主総会
普通株式 44,652 利益剰余金 6,556 平成26年６月30日 平成26年９月25日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

（自　平成24年７月１日
至　平成25年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成25年７月１日
至　平成26年６月30日）

現金及び預金勘定 1,964,211千円 2,721,248千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △669,026 △618,867

現金及び現金同等物 1,295,185 2,102,380

 

（リース取引関係）

前連結会計年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

（借主側）

１．ファイナンス・リース取引

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

２．オペレーティング・リース取引

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

（借主側）

１．ファイナンス・リース取引

　該当事項はありません。

 

２．オペレーティング・リース取引

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（金融商品関係）

前連結会計年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社グループは、必要な資金は銀行等金融機関からの借入により調達しており、資金運用について

は、安全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引に関しましては現在行ってお

らず、行うとしても投機的な取引は行わない方針であります。

 

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

①　信用リスクの管理

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクは、当社グループの与

信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。

②　市場リスクの管理

　投資有価証券については、四半期ごとに時価の把握を行っており、社内基準に沿ってリスクの管理

をしております。

③　資金調達に係る流動性リスクの管理

　当社グループは適時に資金計画を作成・更新するとともに、手許流動性を維持することなどによ

り、流動性リスクを管理しております。

 

(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定した価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を

採用することにより、当該価額が変動することがあります。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握

することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 1,964,211 1,964,211 －

(2）売掛金 778,328 778,328 －

(3）投資有価証券 33,115 33,115 －

資産計 2,775,655 2,775,655 －

(1）短期借入金 250,000 250,000 －

(2）未払金 654,937 654,937 －

(3）未払法人税等 115,202 115,202 －

(4）長期借入金(*) 166,676 166,768 92

負債計 1,186,815 1,186,908 92

(*)１年内返済予定の長期借入金を含めております。

 

（注）１．金融商品の時価の算定方法及び投資有価証券に関する事項

資　産

(1）現金及び預金、(2）売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。

(3）投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等か

ら提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項

「有価証券関係」をご参照ください。
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負　債

(1）短期借入金、(2）未払金、(3）未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。

(4）長期借入金

時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価

値により算定しております。

 

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）
 

区分
前連結会計年度

（平成25年６月30日）

非上場株式 10,498

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3）投資有

価証券」には含めておりません。

 

３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 1,964,211 － － －

売掛金 778,328 － － －

投資有価証券 － － 33,115 －

合計 2,742,539 － 33,115 －

 

４．短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 250,000 － － － － －

長期借入金 83,338 66,664 16,674 － － －

合計 333,338 66,664 16,674 － － －
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当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社グループは、必要な資金は銀行等金融機関からの借入により調達しており、資金運用については

安全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引に関しましては現在行っておら

ず、行うとしても投機的な取引は行わない方針であります。

 

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

①　信用リスクの管理

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクは、当社グループの与

信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。

②　市場リスクの管理

　投資有価証券については、四半期ごとに時価の把握を行っており、社内基準に沿ってリスクの管理

をしております。

③　資金調達に係る流動性リスクの管理

　当社グループは適時に資金計画を作成・更新するとともに、手許流動性を維持することなどによ

り、流動性リスクを管理しております。

 

(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定した価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を

採用することにより、当該価額が変動することがあります。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握

することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 2,721,248 2,721,248 －

(2）売掛金 853,973 853,973 －

資産計 3,575,222 3,575,222 －

(1）短期借入金 100,000 100,000 －

(2）未払金 713,649 713,649 －

(3）未払法人税等 117,192 117,192 －

(4）長期借入金(*) 833,340 827,682 △5,657

負債計 1,764,181 1,758,524 △5,657

(*)１年内返済予定の長期借入金を含めております。

 

（注）１．金融商品の時価の算定方法

資　産

(1）現金及び預金、(2）売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。
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負　債

(1）短期借入金、(2）未払金、(3）未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。

(4）長期借入金

時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価

値により算定しております。

 

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）
 

区分
当連結会計年度

（平成26年６月30日）

非上場株式 17,946

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含め

ておりません。

 

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 2,721,248 － － －

売掛金 853,973 － － －

合計 3,575,222 － － －

 

４．短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 100,000 － － － － －

長期借入金 266,656 216,666 199,992 150,026 － －

合計 366,656 216,666 199,992 150,026 － －
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成25年６月30日）

１．売買目的有価証券

　該当事項はありません。

 

２．満期保有目的の債券

　該当事項はありません。

 

３．その他有価証券

 種類
連結貸借対照表計
上額（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 33,115 36,186 △3,070

合計 33,115 36,186 △3,070

 

４．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（平成26年６月30日）

１．売買目的有価証券

　該当事項はありません。

 

２．満期保有目的の債券

　該当事項はありません。

 

３．その他有価証券

　該当事項はありません。

 

４．売却したその他有価証券

　　当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

種類 売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 30,334 － 1,798

合計 30,334 － 1,798

 

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（平成25年６月30日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（平成26年６月30日）

　該当事項はありません。
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（退職給付関係）

前連結会計年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは退職一時金制度を採用しております。なお、中小企業退職金共済制度を併用しており、

退職時には退職一時金制度による支給額から中小企業退職金共済制度による給付額を控除した金額が支給

されます。

　なお、連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法によっております。

 

２．退職給付債務に関する事項

(1）退職給付債務（千円） 288,104

(2）年金資産（千円） －

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2)（千円） 288,104

(4）未認識数理計算上の差異（千円） －

(5）未認識過去勤務債務（債務の減額）（千円） －

(6）連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5)（千円） 288,104

(7）前払年金費用（千円） －

(8）退職給付引当金(6)－(7)（千円） 288,104

　（注）　連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

 

３．退職給付費用に関する事項

(1）勤務費用（千円） 41,440

(2）利息費用（千円） 838

(3）期待運用収益（千円） －

(4）数理計算上の差異の費用処理額（千円） 4,913

(5）退職給付費用(1)＋(2)＋(3)＋(4)（千円） 47,191

　（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「勤務費用」に計上しております。

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1）退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

(2）割引率

0.5％

(3）数理計算上の差異の処理年数

　数理計算上の差異は、発生した連結会計年度において、全額費用処理しております。
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当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは退職一時金制度を採用しております。なお、中小企業退職金共済制度を併用しており、

退職時には退職一時金制度による支給額から中小企業退職金共済制度による給付額を控除した金額が支給

されます。

　連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算して

おります。

 

２．確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

退職給付債務の期首残高 195,194千円

勤務費用 36,196

利息費用 965

数理計算上の差異の発生額 57,117

退職給付の支払額 △6,843

退職給付債務の期末残高 282,629

 

(2）簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

退職給付に係る負債の期首残高 92,909千円

退職給付費用 10,912

退職給付の支払額 △6,079

退職給付に係る負債の期末残高 97,741

 

(3）退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

非積立型制度の退職給付債務 380,371千円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 380,371

  

退職給付に係る負債 380,371

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 380,371

　（注）　簡便法を適用した制度を含みます。

 

(4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用 36,196千円

利息費用 965

数理計算上の差異の費用処理額 57,117

簡便法で計算した退職給付費用 10,912

確定給付制度に係る退職給付費用 105,190

 

(5）数理計算上の計算基礎に関する事項

当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 0.5％
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

　該当事項はありません。

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 平成20年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　２名

株式の種類別のストック・オプションの

数（注）
普通株式　 200株

付与日 平成20年６月25日

権利確定条件

①　新株予約権は、発行時に割当を

受けた新株予約権者において、

これを行使することができる。

②　新株予約権発行時において当社

の取締役であった者は、新株予

約権の行使時においても、当社

の取締役、監査役または従業員

であることを要する。

③　新株予約権者が死亡した場合、

その相続人がこれを行使できる

ものとする。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自　平成22年７月１日

至　平成30年６月25日

　（注）　株式数に換算して記載しております。

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　前連結会計年度（平成25年６月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・

オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

  平成20年ストック・オプション

権利確定前 （株）  

前連結会計年度末  －

付与  －

失効  －

権利確定  －

未確定残  －

権利確定後 （株）  

前連結会計年度末  200

権利確定  －

権利行使  －

失効  －

未行使残  200
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②　単価情報

  平成20年ストック・オプション

権利行使価格 （円） 88,000

行使時平均株価 （円） －

付与日における公正な評価単価 （円） 32,731

 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　ストック・オプションにつきましては、未公開企業であるため公正な評価単価に代え、単位当たりの本

源的価値により算定しております。

　当該本源的価値の見積もりの基礎となる自社の株式の評価方法は、純資産価額方式に基づいて算出した

価格を基礎として決定する方法によっております。

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用してお

ります。

 

５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本

源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日におけ

る本源的価値の合計額

①　当連結会計年度末における本源的価値の合計額

13,995千円

②　当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合

計額

　該当事項はありません。
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当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

　該当事項はありません。

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 平成20年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　２名

株式の種類別のストック・オプションの

数（注）
普通株式　 200株

付与日 平成20年６月25日

権利確定条件

①　新株予約権は、発行時に割当を

受けた新株予約権者において、

これを行使することができる。

②　新株予約権発行時において当社

の取締役であった者は、新株予

約権の行使時においても、当社

の取締役、監査役または従業員

であることを要する。

③　新株予約権者が死亡した場合、

その相続人がこれを行使できる

ものとする。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自　平成22年７月１日

至　平成30年６月25日

　（注）　株式数に換算して記載しております。

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成26年６月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・

オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

  平成20年ストック・オプション

権利確定前 （株）  

前連結会計年度末  －

付与  －

失効  －

権利確定  －

未確定残  －

権利確定後 （株）  

前連結会計年度末  200

権利確定  －

権利行使  －

失効  －

未行使残  200
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②　単価情報

  平成20年ストック・オプション

権利行使価格 （円） 88,000

行使時平均株価 （円） －

付与日における公正な評価単価 （円） 32,731

 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　ストック・オプションにつきましては、未公開企業であるため公正な評価単価に代え、単位当たりの本

源的価値により算定しております。

　当該本源的価値の見積もりの基礎となる自社の株式の評価方法は、純資産価額方式に基づいて算出した

価格を基礎として決定する方法によっております。

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用してお

ります。

 

５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本

源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日におけ

る本源的価値の合計額

①　当連結会計年度末における本源的価値の合計額

18,490千円

②　当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合

計額

　該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度（平成25年６月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
当連結会計年度

（平成25年６月30日）

繰延税金資産  

役員退職慰労引当金 113,328千円

退職給付引当金 106,410

未払事業税 10,518

関係会社出資金評価損 9,418

賞与引当金 8,165

資産除去債務 6,606

貸倒引当金 3,933

減損損失 3,340

その他 13,739

繰延税金資産小計 275,460

評価性引当額 △139,425

繰延税金資産合計 136,034

繰延税金負債  

為替差益 13,411

資産除去債務に対応する除去費用 3,192

その他 92

繰延税金負債合計 16,697

繰延税金資産の純額 119,337

　（注）　繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産　　　 6,485千円

固定資産－繰延税金資産　　 112,851千円

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

 
当連結会計年度

（平成25年６月30日）

法定実効税率 39.1％

（調整）  

評価性引当額の増加 6.2

住民税均等割 1.2

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2

その他 △1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.7
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当連結会計年度（平成26年６月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
当連結会計年度

（平成26年６月30日）

繰延税金資産  

退職給付に係る負債 140,251千円

役員退職慰労引当金 119,839

賞与引当金 9,828

未払事業税 9,481

関係会社出資金評価損 9,418

資産除去債務 6,714

貸倒引当金 3,933

減損損失 2,443

その他 11,747

繰延税金資産小計 313,659

評価性引当額 △145,407

繰延税金資産合計 168,252

繰延税金負債  

資産除去債務に対応する除去費用 2,879

その他 0

繰延税金負債合計 2,879

繰延税金資産の純額 165,373

　（注）　繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産　　　20,470千円

固定資産－繰延税金資産　　 144,903千円

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

 
当連結会計年度

（平成26年６月30日）

法定実効税率 39.1％

（調整）  

評価性引当額の増加 2.2

住民税均等割 1.1

交際費等永久に損金算入されない項目 0.6

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 △0.4

その他 0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.9

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成26

年４月１日以降に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴

い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年７月１日に開始する連結

会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の39.1％から36.8％になります。

　この税率変更による影響は軽微であります。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

１．報告セグメントの概要

　当社グループの情報セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっ

ているものであります。

　当社グループは、主に製造業の製造部門及び技術開発部門を対象とした人材サービス及び業務の請負

等のトータルサービスを国内外にて展開しており、「アウトソーシング事業」、「技術者派遣事業」を

報告セグメントとしております。

　各セグメントの内容は、以下のとおりであります。

「アウトソーシング事業」・・・・製造業の顧客に対する製造現場の請負・派遣事業

「技術者派遣事業」・・・・開発設計技術者等の特定労働者派遣・委託事業

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と概ね同一であります。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

      （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

連結財務諸
表計上額
 （注）３ 

アウトソー
シング事業

技術者派遣
事業

計

売上高        

外部顧客への売上高 6,436,192 890,697 7,326,889 94,320 7,421,209 － 7,421,209

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ 535 535 450 985 △985 －

計 6,436,192 891,232 7,327,424 94,770 7,422,195 △985 7,421,209

セグメント利益 667,584 38,279 705,864 23,883 729,748 △462,167 267,580

セグメント資産 745,905 129,717 875,622 8,786 884,408 2,281,593 3,166,002

その他の項目        

減価償却費 1,166 687 1,854 133 1,987 8,911 10,899

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額
2,731 － 2,731 － 2,731 725 3,457

　（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、当社グループが行っている

コンサルティング事業・教育事業・有料職業紹介事業等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△462,167千円には、セグメント間取引消去19,937千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△481,120千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一

般管理費であります。

セグメント資産の調整額2,281,593千円は、主に各報告セグメントに配分していない現金及び預金等の全社

資産であります。

減価償却費の調整額8,911千円は、各報告セグメントに帰属しない全社費用であります。

有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額725千円は各報告セグメントに帰属しない全社資産の増加

であります。

３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

１．報告セグメントの概要

　当社グループの情報セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっ

ているものであります。

　当社グループは、主に製造業の製造部門及び技術開発部門を対象とした人材サービス及び業務の請負

等のトータルサービスを国内外にて展開しており、「アウトソーシング事業」、「技術者派遣事業」を

報告セグメントとしております。

　各セグメントの内容は、以下のとおりであります。

「アウトソーシング事業」・・・・製造業の顧客に対する製造現場の請負・派遣事業

「技術者派遣事業」・・・・開発設計技術者等の特定労働者派遣・委託事業

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と概ね同一であります。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

      （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

連結財務諸
表計上額
 （注）３ 

アウトソー
シング事業

技術者派遣
事業

計

売上高        

外部顧客への売上高 7,236,728 876,410 8,113,138 137,387 8,250,526 － 8,250,526

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － 75 75 △75 －

計 7,236,728 876,410 8,113,138 137,463 8,250,601 △75 8,250,526

セグメント利益 837,672 47,315 884,988 40,747 925,735 △605,949 319,785

セグメント資産 836,103 124,426 960,529 12,995 973,524 3,065,509 4,039,034

その他の項目        

減価償却費 1,605 466 2,072 133 2,205 7,997 10,202

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額
4,562 414 4,977 － 4,977 19,894 24,872

　（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、当社グループが行っている

コンサルティング事業・教育事業・有料職業紹介事業等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△605,949千円には、セグメント間取引消去18,676千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△624,551千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一

般管理費であります。

セグメント資産の調整額3,065,509千円は、主に各報告セグメントに配分していない現金及び預金等の全社

資産であります。

減価償却費の調整額7,997千円は、各報告セグメントに帰属しない全社費用であります。

有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額19,894千円は各報告セグメントに帰属しない全社資産の増

加であります。

３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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【関連情報】

前連結会計年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

 

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

 （単位：千円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

テルモ株式会社 3,867,445 アウトソーシング事業及びその他の事業

 

当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

 

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

 （単位：千円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

テルモ株式会社 4,286,250 アウトソーシング事業及びその他の事業

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

　該当事項はありません。
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【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

　該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員 平山　善一 － －
当社代表取

締役社長

（被所有）

直接　46.8
債務被保証

債務被保証

（注３）
100,000 － －

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等（当該

会社等の子

会社を含

む）

有限会社平

寛堂

福岡市博多

区
11,000

美術品展示

会の企画及

び運営、茶

道具及び陶

芸品の売

買、絵画の

売買、古美

術品及び現

代美術品の

売買、美術

品に関する

出版物の企

画・制作及

び販売

（被所有）

直接　0.1

自己株式の

取得

自己株式の

取得

（注２）

30,033 － －

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

２．株価は独立した第三者による株価算定の結果を踏まえて決定しております。

３．当社の金融機関（株式会社山口銀行）からの借入金（平成25年６月30日現在残高100,000千円）に対し、同

氏より包括債務保証（保証極度額500,000千円）を受けております。なお、保証料の支払は行っておりませ

ん。

 

当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員 平山　善一 － －
当社代表取

締役社長

（被所有）

直接　46.8
債務被保証

債務被保証

（注２）
100,000 － －

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．当社の金融機関（株式会社山口銀行）からの借入金（平成26年６月30日現在残高100,000千円）に対し、同

氏より包括債務保証（保証極度額500,000千円）を受けております。なお、保証料の支払は行っておりませ

ん。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

 
前連結会計年度

（自　平成24年７月１日
至　平成25年６月30日）

１株当たり純資産額 822.48円

１株当たり当期純利益金額 110.56円

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

２．平成27年１月15日開催の取締役会決議により、平成27年２月13日付で株式１株につき200株の株式分割を

行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額及び１株

当たり当期純利益金額を算定しております。

３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成24年７月１日
至　平成25年６月30日）

当期純利益金額（千円） 153,987

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る当期純利益金額（千円） 153,987

期中平均株式数（株） 1,392,800

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要

新株予約権１種類（新株予約権の

数200個）。

なお、新株予約権の概要は「第

４　提出会社の状況、１　株式等

の状況、(2）新株予約権等の状

況」に記載のとおりであります。
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当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

 
当連結会計年度

（自　平成25年７月１日
至　平成26年６月30日）

１株当たり純資産額 937.62円

１株当たり当期純利益金額 133.87円

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

２．平成27年１月15日開催の取締役会決議により、平成27年２月13日付で株式１株につき200株の株式分割を

行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額及び１株

当たり当期純利益金額を算定しております。

３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当連結会計年度

（自　平成25年７月１日
至　平成26年６月30日）

当期純利益金額（千円） 182,358

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る当期純利益金額（千円） 182,358

期中平均株式数（株） 1,362,200

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要

新株予約権１種類（新株予約権の

数200個）。

なお、新株予約権の概要は「第

４　提出会社の状況、１　株式等

の状況、(2）新株予約権等の状

況」に記載のとおりであります。
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（重要な後発事象）

前連結会計年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

(1）株式分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更

　当社は、平成27年１月15日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年２月13日付をもって、株式分割、単

元株制度の採用及び定款の一部変更を実施いたしました。

ⅰ．株式分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更の目的

　全国証券取引所が公表した平成19年11月27日付「売買単位の集約に向けた行動計画」及び平成24年１月

19日付「売買単位の100株と1,000株への移行期限の決定について」の趣旨を踏まえ、当社株式１株を200

株に分割するとともに、単元株式数を100株とする単元株制度を採用するものであります。なお、本株式

分割及び単元株制度の採用に伴う投資単位の実質的変更はありません。

 

ⅱ．株式分割の概要

①　分割の方法

　平成27年１月15日開催の取締役会決議により、平成27年２月12日を基準日として、同日最終の株主名

簿に記載又は記録された株主が所有する当社普通株式を、１株につき200株の割合で分割いたしまし

た。

②　分割により増加する株式数

株式の分割前の発行済株式の総数 7,076株

株式の分割により増加する株式数 1,408,124株

株式の分割後の発行済株式の総数 1,415,200株

株式の分割後の発行可能株式総数 3,600,000株

③　分割の日程

基準日の公告日　平成27年１月28日

基準日　　　　　平成27年２月12日

効力発生日　　　平成27年２月13日

④　新株予約権の調整

　今回の株式分割に伴い、平成27年２月13日の効力発生と同時に新株予約権の１株当たりの行使価額を

以下のとおり調整しております。

 株主総会の特別決議日 調整前行使価額 調整後行使価額

第１回新株予約権 平成20年６月25日 88,000円 440円

第２回新株予約権 平成26年11月26日 185,000円 925円

 

ⅲ．単元株制度の採用

①　新設する単元株式の数　　単元株制度を採用し、単元株式数を100株といたします。

②　新設の日程　　　　　　　効力発生日　平成27年２月13日

 

ⅳ．１株当たり情報に及ぼす影響

　「１株当たり情報」は当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算出しております。

 

(2）ストック・オプションとしての新株予約権の発行

　当社は、平成26年11月26日開催の臨時株主総会決議において、当社並びに当社子会社の取締役、監査役及

び従業員に対して、ストック・オプションとしての新株予約権を発行することを決議しております。

　なお、当該新株予約権の詳細は、「第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(7）ストックオプション

制度の内容」に記載のとおりであります。
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基

準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成27

年３月26日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用

指針第67項本文に掲げられた定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務

費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、

割引率の決定方法を見込支払日までの平均期間に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払

見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、

当第３四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額

を利益剰余金に加減しております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が95,788千円減少し、利益剰余金

が60,547千円増加しております。なお、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益への影響は軽微であります。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

当座貸越契約

当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結

しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 
当第３四半期連結会計期間
（平成27年３月31日）

当座貸越極度額の総額 900,000千円

借入実行残高 －

差引額 900,000千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第

３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりでありま

す。

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年７月１日
至　平成27年３月31日）

減価償却費 11,178千円

 

（株主資本等関係）

当第３四半期連結累計期間（自　平成26年７月１日　至　平成27年３月31日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年９月24日

定時株主総会
普通株式 44,652 6,556 平成26年６月30日 平成26年９月25日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間（自　平成26年７月１日　至　平成27年３月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結損
益計算書計上

額
（注）３

 
アウトソーシ
ング事業

技術者派遣
事業

計

売上高        

外部顧客への

売上高
5,868,582 685,899 6,554,482 104,640 6,659,123 － 6,659,123

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ － － － － － －

計 5,868,582 685,899 6,554,482 104,640 6,659,123 － 6,659,123

セグメント利益 710,213 42,941 753,155 22,768 775,924 △483,708 292,215

　（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、当社グループが行っている

コンサルティング事業・教育事業・有料職業紹介事業等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△483,708千円の内訳は、セグメント間取引消去12,771千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△496,479千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管

理費であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年７月１日
至　平成27年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額 114.67

（算定上の基礎）  

四半期純利益金額（千円） 156,637

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 156,637

普通株式の期中平均株式数（株） 1,365,983

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

第２回新株予約権（新株予約権

の数595個）、第３回新株予約

権（新株予約権の数68個）

なお、新株予約権の概要は「第

４　提出会社の状況、１　株式

等の状況、(2）新株予約権等の

状況」に記載のとおりでありま

す。

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

２．平成27年１月15日開催の取締役会決議により、平成27年２月13日付で普通株式１株につき200株の株式分割を

行っておりますが、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額

を算定しております。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 250,000 100,000 1.200 －

１年以内に返済予定の長期借入金 83,338 266,656 0.495 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 83,338 566,684 0.390
平成27年～

平成30年

合計 416,676 933,340 － －

　（注）１．平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであ

ります。

 
１年超２年以内

（千円）
２年超３年以内

（千円）
３年超４年以内

（千円）
４年超５年以内

（千円）

長期借入金 216,666 199,992 150,026 －

 

【資産除去債務明細表】

　当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会

計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定に

より記載を省略しております。

 

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

（平成25年６月30日）
当事業年度

（平成26年６月30日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,791,166 2,586,400

売掛金 667,113 740,433

前払費用 38,254 42,807

繰延税金資産 3,978 17,791

未収入金 31,560 38,207

関係会社短期貸付金 50,000 －

その他 851 2,017

貸倒引当金 △5,700 △222

流動資産合計 2,577,223 3,427,435

固定資産   

有形固定資産   

建物 71,401 72,696

減価償却累計額 △48,905 △52,621

建物（純額） 22,496 20,075

車両運搬具 27,135 28,009

減価償却累計額 △21,184 △11,885

車両運搬具（純額） 5,951 16,124

工具、器具及び備品 30,733 30,384

減価償却累計額 △25,409 △26,367

工具、器具及び備品（純額） 5,324 4,016

土地 63,914 63,914

リース資産 3,805 －

減価償却累計額 △2,790 －

リース資産（純額） 1,014 －

有形固定資産合計 98,700 104,130

無形固定資産 713 713

投資その他の資産   

投資有価証券 43,114 17,448

関係会社株式 50,000 50,000

関係会社出資金 17,752 17,752

繰延税金資産 74,756 104,965

敷金及び保証金 50,121 53,567

その他 8,284 8,794

投資その他の資産合計 244,030 252,527

固定資産合計 343,444 357,372

資産合計 2,920,668 3,784,808
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  （単位：千円）

 
前事業年度

（平成25年６月30日）
当事業年度

（平成26年６月30日）

負債の部   

流動負債   

買掛金 11,810 14,800

短期借入金 ※1 250,000 ※1 100,000

1年内返済予定の長期借入金 83,338 266,656

リース債務 799 －

未払金 583,284 646,648

未払費用 8,741 9,763

未払法人税等 115,112 112,032

未払消費税等 78,371 137,819

預り金 90,053 52,026

賞与引当金 15,219 20,493

その他 192 192

流動負債合計 1,236,921 1,360,431

固定負債   

長期借入金 83,338 566,684

リース債務 266 －

退職給付引当金 195,194 282,629

役員退職慰労引当金 304,268 320,999

資産除去債務 17,956 18,250

その他 192 192

固定負債合計 601,216 1,188,754

負債合計 1,838,137 2,549,186

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 100,000

資本剰余金   

その他資本剰余金 16,000 16,000

資本剰余金合計 16,000 16,000

利益剰余金   

利益準備金 18,873 21,611

その他利益剰余金   

別途積立金 679,000 679,000

繰越利益剰余金 298,736 447,219

利益剰余金合計 996,609 1,147,830

自己株式 △34,755 △34,755

株主資本合計 1,077,854 1,229,075

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,869 －

評価・換算差額等合計 △1,869 －

新株予約権 6,546 6,546

純資産合計 1,082,530 1,235,621

負債純資産合計 2,920,668 3,784,808
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②【損益計算書】

  （単位：千円）

 
 前事業年度

(自　平成24年７月１日
　至　平成25年６月30日)

 当事業年度
(自　平成25年７月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 6,530,812 7,374,116

売上原価 5,495,634 6,140,758

売上総利益 1,035,178 1,233,357

販売費及び一般管理費 ※2 821,254 ※2 978,604

営業利益 213,924 254,753

営業外収益   

受取利息 4,052 3,810

受取配当金 3,381 358

受取家賃 ※1 21,256 ※1 20,872

為替差益 34,262 8,040

業務受託料 ※1 36,198 ※1 38,311

その他 3,102 3,415

営業外収益合計 102,253 74,810

営業外費用   

支払利息 4,895 4,122

和解金 3,173 4,389

その他 1,327 2,678

営業外費用合計 9,397 11,190

経常利益 306,780 318,373

特別損失   

固定資産売却損 － ※3 4,563

投資有価証券売却損 － 1,798

関係会社出資金評価損 25,602 －

特別損失合計 25,602 6,362

税引前当期純利益 281,178 312,010

法人税、住民税及び事業税 141,768 178,632

法人税等調整額 △11,067 △45,223

法人税等合計 130,700 133,409

当期純利益 150,477 178,601
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【売上原価明細書】

  
前事業年度

（自　平成24年７月１日
至　平成25年６月30日）

当事業年度
（自　平成25年７月１日
至　平成26年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　労務費  4,963,642 90.3 5,707,655 92.9

Ⅱ　経費 ※１ 531,991 9.7 433,102 7.1

当期売上原価  5,495,634 100.0 6,140,758 100.0

 

　（注）※１．主な内訳は次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自　平成24年７月１日
至　平成25年６月30日）

当事業年度
（自　平成25年７月１日
至　平成26年６月30日）

外注加工費（千円） 255,082 185,976

地代家賃（千円） 83,282 112,554

旅費交通費（千円） 73,773 97,253
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

        （単位：千円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

 
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計

 
別途積立
金

繰越利益
剰余金

当期首残高 100,000 16,000 16,000 18,261 679,000 154,991 852,252 － 968,252

当期変動額          

剰余金の配当      △6,120 △6,120  △6,120

利益準備金の積立    612  △612 －  －

当期純利益      150,477 150,477  150,477

自己株式の取得        △34,755 △34,755

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

        －

当期変動額合計 － － － 612 － 143,744 144,356 △34,755 109,601

当期末残高 100,000 16,000 16,000 18,873 679,000 298,736 996,609 △34,755 1,077,854

 

     

 評価・換算差額等

新株予約
権

純資産合
計

 
その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

当期首残高 △4,437 △4,437 6,546 970,361

当期変動額     

剰余金の配当    △6,120

利益準備金の積立    －

当期純利益    150,477

自己株式の取得    △34,755

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

2,567 2,567 － 2,567

当期変動額合計 2,567 2,567 － 112,169

当期末残高 △1,869 △1,869 6,546 1,082,530
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当事業年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

        （単位：千円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

 
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計

 
別途積立
金

繰越利益
剰余金

当期首残高 100,000 16,000 16,000 18,873 679,000 298,736 996,609 △34,755 1,077,854

当期変動額          

剰余金の配当      △27,380 △27,380  △27,380

利益準備金の積立    2,738  △2,738 －  －

当期純利益      178,601 178,601  178,601

自己株式の取得         －

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

        －

当期変動額合計 － － － 2,738 － 148,483 151,221 － 151,221

当期末残高 100,000 16,000 16,000 21,611 679,000 447,219 1,147,830 △34,755 1,229,075

 

     

 評価・換算差額等

新株予約
権

純資産合
計

 
その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

当期首残高 △1,869 △1,869 6,546 1,082,530

当期変動額     

剰余金の配当    △27,380

利益準備金の積立    －

当期純利益    178,601

自己株式の取得    －

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

1,869 1,869 － 1,869

当期変動額合計 1,869 1,869 － 153,091

当期末残高 － － 6,546 1,235,621
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【注記事項】

（重要な会計方針）

前事業年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式

　移動平均法による原価法を採用しております。

 

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用しております。

 

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除

く）については定額法を採用しております。）

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　３～31年

機械装置及び運搬具　２～６年

 

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用しております。

 

３．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。

 

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

 

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しており

ます。数理計算上の差異については、発生年度に一括費用処理しております。

 

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。

 

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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当事業年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式

　移動平均法による原価法を採用しております。

 

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用しております。

 

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除

く）については定額法を採用しております。）

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　３～31年

機械装置及び運搬具　２～６年

 

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用しております。

 

３．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。

 

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

 

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しており

ます。

①　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、期間定額基準によっております。

②　数理計算上の差異の費用処理方法

　数理計算上の差異については、発生年度に一括費用処理しております。

 

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。

 

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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（表示方法の変更）

前事業年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

　該当事項はありません。

 

当事業年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

　「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成26年３月26日内

閣府令第19号）の施行に伴い、表示方法の変更を行っておりますが、同附則第２条第１項より、前事業年度の

財務諸表の組替えを行っておりません。

　以下の事項について、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第８条の６に定めるリース取引に関する注記については、同条第４項により、記載を省略

しております。

・財務諸表等規則第68条の４に定める１株当たり純資産額の注記については、同条第３項により、記載を省

略しております。

・財務諸表等規則第95条の５の２に定める１株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第３項

により、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第95条の５の３に定める潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に関する注記について

は、同条第４項により、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第２項により、記載を省略して

おります。
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（貸借対照表関係）

※１　当座貸越契約

　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前事業年度

（平成25年６月30日）
当事業年度

（平成26年６月30日）

当座貸越極度額の総額 500,000千円 900,000千円

借入実行残高 250,000千円 100,000千円

差引額 250,000千円 800,000千円

 

（損益計算書関係）

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

 
前事業年度

（自　平成24年７月１日
至　平成25年６月30日）

当事業年度
（自　平成25年７月１日
至　平成26年６月30日）

営業外収益 千円 千円

受取家賃 18,952 18,568

業務受託料 36,198 38,311

 

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度12％、当事業年度11％、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は前事業年度88％、当事業年度89％であります。

　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成24年７月１日
至　平成25年６月30日）

当事業年度
（自　平成25年７月１日
至　平成26年６月30日）

 千円 千円

役員報酬 116,700 116,600

給与及び賞与 253,908 320,686

法定福利費 42,159 49,389

業務委託費 71,143 105,568

地代家賃 62,478 60,903

広告宣伝費 64,461 93,242

旅費及び交通費 49,105 61,149

減価償却費 10,117 9,723

賞与引当金繰入額 3,092 4,237

貸倒引当金繰入額 768 △5,437

退職給付費用 1,296 13,070

役員退職慰労引当金繰入額 18,403 17,339

 

※３　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成24年７月１日
至　平成25年６月30日）

当事業年度
（自　平成25年７月１日
至　平成26年６月30日）

車両運搬具 －千円 4,563千円
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式（注） － 265 － 265

合計 － 265 － 265

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加265株は、株主総会決議による自己株式の取得によるものであります。

 

（リース取引関係）

前事業年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

（借主側）

１．ファイナンス・リース取引

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

２．オペレーティング・リース取引

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

（有価証券関係）

前事業年度（平成25年６月30日）

　子会社株式（貸借対照表計上額は関係会社株式50,000千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極

めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

当事業年度（平成26年６月30日）

　子会社株式（貸借対照表計上額は関係会社株式50,000千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極

めて困難と認められることから、記載しておりません。
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（税効果会計関係）

前事業年度（平成25年６月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
当事業年度

（平成25年６月30日）

繰延税金資産  

役員退職慰労引当金 111,940千円

退職給付引当金 71,812

未払事業税 10,518

関係会社出資評価損 9,418

資産除去債務 6,606

賞与引当金 5,952

減損損失 3,340

その他 7,080

繰延税金資産小計 226,668

評価性引当額 △131,305

繰延税金資産合計 95,362

繰延税金負債  

為替差益 13,411

資産除去債務に対応する除去費用 3,192

その他 23

繰延税金負債合計 16,628

繰延税金資産の純額 78,734

　（注）　繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産　　　3,978千円

固定資産－繰延税金資産　　 74,756千円

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

 
当事業年度

（平成25年６月30日）

法定実効税率 39.1％

（調整）  

評価性引当額の増加 6.1

住民税均等割 1.1

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0

その他 △0.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.4
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当事業年度（平成26年６月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
当事業年度

（平成26年６月30日）

繰延税金資産  

役員退職慰労引当金 118,095千円

退職給付引当金 103,979

関係会社出資金評価損 9,418

未払事業税 9,083

賞与引当金 7,539

資産除去債務 6,714

減損損失 2,443

その他 5,358

繰延税金資産小計 262,633

評価性引当額 △136,997

繰延税金資産合計 125,636

繰延税金負債  

資産除去債務に対応する除去費用 2,879

その他 0

繰延税金負債合計 2,879

繰延税金資産の純額 122,756

　（注）　繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産　　　17,791千円

固定資産－繰延税金資産　　 104,965千円

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

 
当事業年度

（平成26年６月30日）

法定実効税率 39.1％

（調整）  

評価性引当額の増加 2.2

住民税均等割 1.0

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 △0.4

その他 0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.8

 

３．法人税等の税率の変更等による影響

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成26

年４月１日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰

延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年７月１日に開始する事業年度に

解消が見込まれる一時差異については従来の39.1％から36.8％になります。

　この税率変更による影響は軽微であります。
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（１株当たり情報）

前事業年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

 
前事業年度

（自　平成24年７月１日
至　平成25年６月30日）

１株当たり純資産額 789.89円

１株当たり当期純利益金額 108.04円

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

２．平成27年１月15日開催の取締役会決議により、平成27年２月13日付で株式１株につき200株の株式分割を

行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額及び１株当た

り当期純利益金額を算定しております。

３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成24年７月１日
至　平成25年６月30日）

当期純利益金額（千円） 150,477

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る当期純利益金額（千円） 150,477

期中平均株式数（株） 1,392,800

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要

新株予約権１種類（新株予約権の

数200個）。

なお、新株予約権の概要は「第

４　提出会社の状況、１　株式等

の状況、(2）新株予約権等の状

況」に記載のとおりであります。
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（重要な後発事象）

前事業年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

　該当事項はありません。

 

当事業年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

(1）株式分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更

　当社は、平成27年１月15日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年２月13日付をもって、株式分割、単

元株制度の採用及び定款の一部変更を実施いたしました。

ⅰ．株式分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更の目的

　全国証券取引所が公表した平成19年11月27日付「売買単位の集約に向けた行動計画」及び平成24年１月

19日付「売買単位の100株と1,000株への移行期限の決定について」の趣旨を踏まえ、当社株式１株を200

株に分割するとともに、単元株式数を100株とする単元株制度を採用するものであります。なお、本株式

分割及び単元株制度の採用に伴う投資単位の実質的変更はありません。

 

ⅱ．株式分割の概要

①　分割の方法

　平成27年１月15日開催の取締役会決議により、平成27年２月12日を基準日として、同日最終の株主名

簿に記載又は記録された株主が所有する当社普通株式を、１株につき200株の割合で分割いたしまし

た。

②　分割により増加する株式数

株式の分割前の発行済株式の総数 7,076株

株式の分割により増加する株式数 1,408,124株

株式の分割後の発行済株式の総数 1,415,200株

株式の分割後の発行可能株式総数 3,600,000株

③　分割の日程

基準日の公告日　平成27年１月28日

基準日　　　　　平成27年２月12日

効力発生日　　　平成27年２月13日

④　新株予約権の調整

　今回の株式分割に伴い、平成27年２月13日の効力発生と同時に新株予約権の１株当たりの行使価額を

以下のとおり調整しております。

 株主総会の特別決議日 調整前行使価額 調整後行使価額

第１回新株予約権 平成20年６月25日 88,000円 440円

第２回新株予約権 平成26年11月26日 185,000円 925円

 

ⅲ．単元株制度の採用

①　新設する単元株式の数　　単元株制度を採用し、単元株式数を100株といたします。

②　新設の日程　　　　　　　効力発生日　平成27年２月13日

 

ⅳ．１株当たり情報に及ぼす影響

　「１株当たり情報」は当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算出しております。

 

(2）ストック・オプションとしての新株予約権の発行

　当社は、平成26年11月26日開催の臨時株主総会決議において、当社並びに当社子会社の取締役、監査役及

び従業員に対して、ストック・オプションとしての新株予約権を発行することを決議しております。

　なお、当該新株予約権の詳細は、「第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(7）ストックオプション

制度の内容」に記載のとおりであります。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

　有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略

しております。

 

【債券】

　該当事項はありません。

 

【その他】

　該当事項はありません。

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額

（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高（千円）

有形固定資産        

建物 71,401 1,295 － 72,696 52,621 3,716 20,075

車両運搬具 27,135 22,631 21,757 28,009 11,885 4,857 16,124

工具、器具及び備品 30,733 530 878 30,384 26,367 1,821 4,016

土地 63,914 － － 63,914 － － 63,914

リース資産 3,805 － 3,805 － － － －

有形固定資産計 196,989 24,457 26,441 195,005 90,874 10,394 104,130

無形固定資産 713 － － 713 － － 713

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 5,700 222 － 5,700 222

賞与引当金 15,219 20,493 15,219 － 20,493

役員退職慰労引当金 304,268 17,339 609 － 320,999

　（注）　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ７月１日から６月30日まで

定時株主総会 毎決算期より３ヶ月以内に招集

基準日 ６月30日

株券の種類 －

剰余金の配当の基準日 ６月30日、12月31日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え  

取扱場所 －

株主名簿管理人 －

取次所 －

名義書換手数料 －

新券交付手数料 －

単元未満株式の買取り  

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

証券代行部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店

買取手数料 無料

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむ

を得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。

公告掲載ＵＲＬ

http://www.hirayamastaff.co.jp

株主に対する特典 該当事項はありません。

　（注）　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない

旨、定款に定めております。

(1）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

　該当事項はありません。
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第三部【特別情報】

第１【連動子会社の最近の財務諸表】
　当社は、連動子会社を有していないため、該当事項はありません。
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第四部【株式公開情報】

第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

移動年月日
移動前所有者
の氏名又は名
称

移動前所有
者の住所

移動前所有者
の提出会社と
の関係等

移動後所有者
の氏名又は名
称

移動後所有
者の住所

移動後所有者
の提出会社と
の関係等

移動株数
（株）

価格
（単価）
（円）

移動理由

平成24年

12月26日
平山　智一

福岡市城南

区

特別利害関係

者等（当社代

表取締役社長

の弟、大株主

上位10名）

平山　裕子
福岡市城南

区

特別利害関係

者等（大株主

上位10名）

9

(注)８

－

(－)
（注）４

平成24年

12月26日
平山　智一

福岡市城南

区

特別利害関係

者等（当社代

表取締役社長

の弟、大株主

上位10名）

平山　諒祐
福岡市城南

区

特別利害関係

者等（大株主

上位10名）

9

(注)８

－

(－)
（注）４

平成25年

１月11日
平山　智一

福岡市城南

区

特別利害関係

者等（当社代

表取締役社長

の弟、大株主

上位10名）

平山　裕子
福岡市城南

区

特別利害関係

者等（大株主

上位10名）

9

(注)８

－

(－)
（注）４

平成25年

１月11日
平山　智一

福岡市城南

区

特別利害関係

者等（当社代

表取締役社長

の弟、大株主

上位10名）

平山　諒祐
福岡市城南

区

特別利害関係

者等（大株主

上位10名）

9

(注)８

－

(－)
（注）４

平成25年

１月11日
平山　智一

福岡市城南

区

特別利害関係

者等（当社代

表取締役社長

の弟、大株主

上位10名）

有限会社平寛

堂

代表取締役

平山　智一

福岡市博多

区住吉三丁

目５番３号

特別利害関係

者等（大株主

上位10名）

239

(注)８

23,900,000

(100,000)

(注)５

(注)８

所有者の事

情による

平成25年

１月28日
平山　裕子

福岡市城南

区

特別利害関係

者等（大株主

上位10名）

株式会社平山

代表取締役

平山　善一

東京都港区

港南一丁目

８番40号A-

PLACE品川

６階

当社
18

(注)８

2,360,736

(131,152)

(注)６

(注)８

所有者の事

情による

平成25年

１月28日
平山　諒祐

福岡市城南

区

特別利害関係

者等（大株主

上位10名）

株式会社平山

代表取締役

平山　善一

東京都港区

港南一丁目

８番40号A-

PLACE品川

６階

当社
18

(注)８

2,360,736

(131,152)

(注)６

(注)８

所有者の事

情による

平成25年

１月28日

有限会社平寛

堂

代表取締役社

長

平山　智一

福岡市博多

区住吉三丁

目５番３号

特別利害関係

者等（大株主

上位10名）

株式会社平山

代表取締役

平山　善一

東京都港区

港南一丁目

８番40号A-

PLACE品川

６階

当社
229

(注)８

30,033,808

(131,152)

(注)６

(注)８

所有者の事

情による

平成27年

１月15日
平山　上一

山口県下関

市

特別利害関係

者等（大株主

上位10名）

平山　善一
静岡県裾野

市

特別利害関係

者等（大株主

上位10名）

276

(注)８

－

(－)
（注）４

平成27年

１月15日
平山　上一

山口県下関

市

特別利害関係

者等（大株主

上位10名）

平山　惠一
兵庫県芦屋

市

特別利害関係

者等（大株主

上位10名）

207

(注)８

－

(－)
（注）４

平成27年

１月15日
平山　上一

山口県下関

市

特別利害関係

者等（大株主

上位10名）

平山　智一
福岡市城南

区

特別利害関係

者等（大株主

上位10名）

207

(注)８

－

(－)
（注）４

平成27年

１月15日
平山　善一

静岡県裾野

市

特別利害関係

者等（大株主

上位10名）

株式会社ス

リーアローズ

代表取締役

平山　善一

静岡県裾野

市葛山625-

7

特別利害関係

者等（大株主

上位10名）

1,500

(注)８

277,500,000

(185,000)

(注)７

(注)８

所有者の事

情による
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移動年月日
移動前所有者
の氏名又は名
称

移動前所有
者の住所

移動前所有者
の提出会社と
の関係等

移動後所有者
の氏名又は名
称

移動後所有
者の住所

移動後所有者
の提出会社と
の関係等

移動株数
（株）

価格
（単価）
（円）

移動理由

平成27年

１月15日
平山　惠一

兵庫県芦屋

市

特別利害関係

者等（大株主

上位10名）

ハクトコーポ

レーション株

式会社

代表取締役

平山　裕実子

兵庫県芦屋

市岩園町

15-24

特別利害関係

者等（大株主

上位10名）

100

(注)８

18,500,000

(185,000)

(注)７

(注)８

所有者の事

情による

平成27年

２月18日
平山　惠一

兵庫県芦屋

市

特別利害関係

者等（大株主

上位10名）

ハクトコーポ

レーション株

式会社

代表取締役

平山　裕実子

兵庫県芦屋

市岩園町

15-24

特別利害関係

者等（大株主

上位10名）

57,800

(注)８

53,465,000

(925)

(注)７

(注)８

所有者の事

情による

平成27年

２月28日
平山　智一

福岡市城南

区

特別利害関係

者等（大株主

上位10名）

有限会社平寛

堂

代表取締役

平山　智一

福岡市博多

区住吉３丁

目5-3

特別利害関係

者等（大株主

上位10名）

40,000

(注)８

37,000,000

(925)

(注)７

(注)８

所有者の事

情による

　（注）１．当社は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券

取引所（以下「同取引所」という。）が定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）

第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して２年前

の日（平成24年７月１日）から上場日の前日までにおいて、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又

は譲渡（上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。）を行っている

場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第229条の３第１項第２号に規定する「新規上場申請のた

めの有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載することとされております。

２．当社は、同取引所が定める同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動の状

況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、か

つ、保存するための事務組織を適切に整備されている状況にあることを確認することとされております。

また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされてお

ります。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況

にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記

録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合に

は、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することが

できるとされております。

３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

(1）当社の特別利害関係者・・・役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下「役員等」という。）、役員

等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及

びその役員

(2）当社の大株主上位10名

(3）当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4）金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。）並び

にその役員、人的関係会社及び資本的関係会社

４．贈与による移動であります。

５．移動価格は、当事者間での協議のうえ、決定しております。

６．移動価格は、類似業種比準価額と純資産価額の併用方式により算出した価格を参考として決定しておりま

す。

７．移転価格は、純資産価額方式により算出した価格を参考として決定しております。

８．平成27年１月15日開催の取締役会決議に基づき、平成27年２月13日付で普通株式１株につき200株の株式分

割を行っております。当該株式分割前の移動に係る「移動株数」及び「単価」は、当該株式分割前の内容

を、当該株式分割後の移動に係る「移動株数」及び「単価」は、当該株式分割後の内容を記載しておりま

す。
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第２【第三者割当等の概況】

１【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 株式 新株予約権① 新株予約権②

発行（処分）年月日 平成27年１月20日 平成26年12月５日 平成27年２月５日

種類 普通株式
第２回新株予約権

（ストック・オプション）

第３回新株予約権

（ストック・オプション）

発行（処分）数
73株

（自己株式）

普通株式

595株

普通株式

68株

発行（処分）価格
185,000円

（注）４．

185,000円

（注）４．

185,000円

（注）４．

資本組入額
－円

（注）５．
92,500円 92,500円

発行（処分）価額の総額 13,505,000円 110,075,000円 12,580,000円

資本組入額の総額
－円

（注）５．
55,037,500円 6,290,000円

発行（処分）方法
第三者割当の方法による自

己株式の処分

平成26年11月26日開催の臨

時株主総会及び同日開催の

取締役会において、会社法

第236条、第238条及び第

239条の規定に基づく新株

予約権（ストック・オプ

ション）の付与に関する決

議を行っております。

平成26年11月26日開催の臨

時株主総会及び平成27年１

月15日開催の取締役会にお

いて、会社法第236条、第

238条及び第239条の規定に

基づく新株予約権（ストッ

ク・オプション）の付与に

関する決議を行っておりま

す。

保有期間等に関する確約 （注）２． （注）３． （注）３．

（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」と

いう。）の定める規則等は、以下のとおりであります。

(1）同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）255条の規定において、新

規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当

等による募集株式の割当てを行っている場合（上場前の公募等による場合を除く。）には、新規上場申請

者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有

状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認

める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされて

おります。

(2）同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年

度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っ

ている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割

当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所へ

の報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めると

ころにより提出するものとされております。

(3）当社が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受

理の取消しの措置をとるものとしております。

(4）当社の場合、新規上場申請日直前事業年度の末日は、平成26年６月30日であります。

２．同取引所の定める同施行規則第255条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割

当てを受けた株式（以下「割当株式」という。）を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６ヶ月間

を経過する日（当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過していない場

合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過する日）まで所有する等の確約を

行っております。

３．同取引所の定める同施行規則第259条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当を受けた役員又は従業員等と

の間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予

約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
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４．処分価格及び新株予約権の発行価格は、ＤＣＦ法（ディスカウンテッド・キャッシュフロー法）、純資産方式

及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

５．自己株式処分のため、資本組入額はありません。

６．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであり

ます。

項目 新株予約権① 新株予約権②

行使時の払込金額 １株につき185,000円 １株につき185,000円

行使期間
平成26年12月６日から（注）７．

平成36年11月26日まで

平成27年２月５日から（注）８．

平成36年11月26日まで

行使の条件

①　新株予約権の割当てを受けた者

（以下、「新株予約権者」とい

う。）は、権利行使時において

も、当社または当社子会社の取締

役、監査役及び従業員の地位にあ

ることを要するものとする。

②　新株予約権者が死亡した場合、

新株予約権の相続を認めるものと

する。

③　その他の行使の条件について

は、当社と新株予約権者との間で

締結する新株予約権割当契約に定

めるところによる。

①　新株予約権の割当てを受けた者

（以下、「新株予約権者」とい

う。）は、権利行使時において

も、当社または当社子会社の取締

役、監査役及び従業員の地位にあ

ることを要するものとする。

②　新株予約権者が死亡した場合、

新株予約権の相続を認めるものと

する。

③　その他の行使の条件について

は、当社と新株予約権者との間で

締結する新株予約権割当契約に定

めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡により取得するに

は、当社取締役会の承認を要するも

のとする。

新株予約権を譲渡により取得するに

は、当社取締役会の承認を要するも

のとする。

７．上記の「新株予約権の行使期間」とは別に、新株予約権による発行数（新株予約権の目的となる株式の数）　

405株については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において、「新株予約権発行か

かる取締役会決議の日（平成26年11月26日）後２年を経過した日から権利行使が可能となる。」旨の行使条件

を定めております。

８．上記の「新株予約権の行使期間」とは別に、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約におい

て、「新株予約権発行かかる取締役会決議の日（平成27年１月15日）後２年を経過した日から権利行使が可能

となる。」旨の行使条件を定めております。

９．平成27年１月15日開催の取締役会決議に基づき、平成27年２月13日付で普通株式１株につき200株の株式分割

を行っておりますが、上記は分割前で記載しております。
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２【取得者の概況】

株式

取得者の氏名又は名称 取得者の住所
取得者の職
業及び事業
の内容等

割当株数
（株）

価格
（単価）
（円）

取得者と提出会社
との関係

平山従業員持株会

理事長　和田　朋之

東京都港区港南一丁目８

番40号A-PLACE品川６階

当社の従業

員持株会
73

13,505,000

(185,000)

特別利害関係者等

（大株主上位10名）

（注）１．平山従業員持株会は当該第三者割当増資により特別利害関係者等（大株主上位10名）となりました。

２．平成27年１月15日開催の取締役会決議に基づき、平成27年２月13日付で普通株式１株につき200株の株式分割

を行っておりますが、上記は分割前で記載しております。

 

　新株予約権①

取得者の氏名又は名称 取得者の住所
取得者の職
業及び事業
の内容等

割当株数
（株）

価格
（単価）
（円）

取得者と提出会社
との関係

柴田　寛 横浜市都筑区 会社役員 170
31,450,000

(185,000)

特別利害関係者等

（当社取締役）

谷口　久志 静岡県三島市 会社役員 60
11,100,000

(185,000)

特別利害関係者等

（当社取締役）

沼尻　成敏 茨城県土浦市 会社員 40
7,400,000

(185,000)
当社執行役員

浜崎　秀行 栃木県宇都宮市 会社役員 30
5,550,000

(185,000)

特別利害関係者等

（当社子会社の代表

取締役）

和田　朋之 埼玉県吉川市 会社員 30
5,550,000

(185,000)
当社従業員

近藤　健一 静岡県富士宮市 会社員 30
5,550,000

(185,000)
当社従業員

窪道　展茂 茨城県土浦市 会社員 25
4,625,000

(185,000)
当社従業員

住友　千良 静岡県裾野市 会社役員 20
3,700,000

(185,000)

特別利害関係者等

（当社監査役）

伊藤　彰洋 東京都杉並区 会社員 20
3,700,000

(185,000)
当社従業員

杉山　祐二 滋賀県甲賀市 会社員 15
2,775,000

(185,000)
当社従業員

藤江　良雄 山梨県笛吹市 会社員 15
2,775,000

(185,000)
当社従業員

永井　孝幸 愛知県豊田市 会社員 15
2,775,000

(185,000)
当社従業員

大橋　豊 川崎市宮前区 会社役員 10
1,850,000

(185,000)

特別利害関係者等

（当社子会社の取締

役）

勝又　保典 静岡県三島市 会社員 10
1,850,000

(185,000)
当社従業員

荻谷　將一 東京都西多摩郡日の出町 会社員 10
1,850,000

(185,000)
当社従業員

小代田　武 静岡県富士宮市 会社員 10
1,850,000

(185,000)
当社従業員

川口　幹生 静岡県沼津市 会社員 10
1,850,000

(185,000)
当社従業員

岩崎　信一 山梨県山梨市 会社員 10
1,850,000

(185,000)
当社従業員
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取得者の氏名又は名称 取得者の住所
取得者の職
業及び事業
の内容等

割当株数
（株）

価格
（単価）
（円）

取得者と提出会社
との関係

一瀬　克仁 山梨県甲斐市 会社員 10
1,850,000

(185,000)
当社従業員

都筑　直仁 静岡県沼津市 会社員 10
1,850,000

(185,000)
当社従業員

河邊　和則 静岡県伊豆の国市 会社役員 5
925,000

(185,000)

特別利害関係者等

（当社取締役、当社

子会社の代表取締

役）

簑田　悠一 横浜市青葉区 会社役員 5
925,000

(185,000)

特別利害関係者等

（当社子会社の取締

役）

（注）１．上記のほか、新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下の当社の従業員（特別利害関係者等を除

く）は７名であり、その株式の総数の7,000株（株式分割前で35株）であります。

２．平成27年２月13日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行っておりますが、上記は分割前で記載してお

ります。

 

　新株予約権②

　当該取得者については、新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下の当社の従業員（特別利害関係

者等を除く）52名であり、その株式の総数は13,600株（株式分割前で68株）であります。このため、当該取得者の

概況については記載を省略しております。

 

３【取得者の株式等の移動状況】

　該当事項はありません。
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第３【株主の状況】

氏名又は名称 住所 所有株式数（株）
株式総数に対する所
有株式数の割合

（％）

株式会社スリーアローズ

（注）１、10
静岡県裾野市葛山川下625-7 426,000 26.83

平山　善一（注）１、２ 静岡県裾野市 393,200 24.76

平山　惠一（注）１、３、９ 兵庫県芦屋市 201,400 12.68

ハクトコーポレーション株式会社

（注）１、10
兵庫県芦屋市岩園町15-24 177,800 11.20

平山　智一（注）１、９ 福岡市城南区 81,400 5.13

柴田　寛（注）５ 横浜市都筑区
54,000

(54,000)

3.40

(3.40)

有限会社平寛堂（注）１、10 福岡市博多区住吉3-5-3 42,000 2.65

平山　上一（注）１、９ 山口県下関市 40,400 2.54

株式会社平山（注）12
東京都港区港南1-8-40

A-PLACE品川６階
38,400 2.42

谷口　久志（注）４ 静岡県三島市
32,000

(32,000)

2.02

(2.02)

平山従業員持株会（注）１
東京都港区港南1-8-40

A-PLACE品川６階
14,600 0.92

沼尻　成敏（注）11 茨城県土浦市
8,000

(8,000)

0.50

(0.50)

和田　朋之（注）11 埼玉県吉川市
6,000

(6,000)

0.37

(0.37)

浜崎　秀行（注）７ 栃木県宇都宮市
6,000

(6,000)

0.37

(0.37)

近藤　健一（注）11 静岡県富士宮市
6,000

(6,000)

0.37

(0.37)

窪道　展茂（注）11 茨城県土浦市
5,000

(5,000)

0.31

(0.31)

住友　千良（注）６ 静岡県裾野市
4,000

(4,000)

0.25

(0.25)

伊藤　彰洋（注）11 東京都杉並区
4,000

(4,000)

0.25

(0.25)

杉山　祐二（注）11 滋賀県甲賀市
3,000

(3,000)

0.19

(0.19)

藤江　良雄（注）11 山梨県笛吹市
3,000

(3,000)

0.19

(0.19)

永井　孝幸（注）11 愛知県豊田市
3,000

(3,000)

0.19

(0.19)

勝又　保典（注）11 静岡県三島市
2,000

(2,000)

0.13

(0.13)

荻谷　将一（注）11 東京都西多摩郡日の出町
2,000

(2,000)

0.13

(0.13)

小代田　武（注）11 静岡県富士宮市
2,000

(2,000)

0.13

(0.13)

川口　幹生（注）11 静岡県沼津市
2,000

(2,000)

0.13

(0.13)
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氏名又は名称 住所 所有株式数（株）
株式総数に対する所
有株式数の割合

（％）

岩崎　信一（注）11 山梨県山梨市
2,000

(2,000)

0.13

(0.13)

一瀬　克仁（注）11 山梨県甲斐市
2,000

(2,000)

0.13

(0.13)

都筑　直仁（注）11 静岡県沼津市
2,000

(2,000)

0.13

(0.13)

大橋　豊（注）８ 川崎市宮前区
2,000

(2,000)

0.13

(0.13)

所有株式数1,000株の株主９名

（注）５、８、11
 

9,000

(9,000)

0.57

(0.57)

所有株式数600株の株主４名

（注）11
 

2,400

(2,400)

0.15

(0.15)

所有株式数400株の株主８名

（注）11
 

3,200

(3,200)

0.20

(0.20)

所有株式数200株の株主40名

（注）11
 

8,000

(8,000)

0.50

(0.50)

計 －
1,587,800

(172,600)

100.00

(10.87)

　（注）１．特別利害関係者等（大株主上位10名）

２．特別利害関係者等（当社の代表取締役社長）

３．特別利害関係者等（当社の専務取締役）

４．特別利害関係者等（当社の常務取締役）

５．特別利害関係者等（当社の取締役）

６．特別利害関係者等（当社の監査役）

７．特別利害関係者等（当社子会社の代表取締役）

８．特別利害関係者等（当社子会社の取締役）

９．特別利害関係者等（当社の代表取締役社長の二親等内の血族）

10．特別利害関係者等（役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社）

11．当社の従業員

12．当社自己株式であります。

13．（　）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

14．株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 平成27年５月25日

株式会社平山  

取締役会　御中 

 

 有限責任監査法人トーマツ 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 井上　隆司　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 髙木　政秋　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社平山の平成25年７月１日から平成26年６月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸

表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社平山及び連結子会社の平成26年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書提出

会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 平成27年５月25日

株式会社平山  

取締役会　御中 

 

 有限責任監査法人トーマツ 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 井上　隆司　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 髙木　政秋　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社平山の平成25年７月１日から平成26年６月30日までの第48期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

平山の平成26年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書提出

会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 平成27年５月25日

株式会社平山  

取締役会　御中 

 

 有限責任監査法人トーマツ 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 井上　隆司　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 髙木　政秋　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社平山の平成24年７月１日から平成25年６月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸

表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社平山及び連結子会社の平成25年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書提出

会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 平成27年５月25日

株式会社平山  

取締役会　御中 

 

 有限責任監査法人トーマツ 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 井上　隆司　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 髙木　政秋　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社平山の平成24年７月１日から平成25年６月30日までの第47期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

平山の平成25年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書提出

会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

 平成27年５月25日

株式会社平山  

取締役会　御中 

 

 有限責任監査法人トーマツ 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 井上　隆司　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 髙木　政秋　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社平山の

平成26年７月１日から平成27年６月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成27年１月１日から平成27年

３月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年７月１日から平成27年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社平山及び連結子会社の平成27年３月31日現在の財政状態及び

同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点

において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券

届出書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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